
は
じ
め
に

本
稿
は
、
織
田
信
長
が
畿
内
中
央
の
政
治
的
権
力
を
掌
握
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
、

天
正
二
年

(

一
五
七
四)

に
端
を
発
し
、
同
七
年

(

一
五
七
九)

に
一
応
の
解
決
を

見
た
大
和
法
隆
寺
の
堂
衆

(

東
寺)

と
学
侶

(

西
寺)
の
対
立
に
つ
い
て
、
関
係
文

書
を
集
成
・
分
析
し
た
う
え
で
そ
の
流
れ
を
整
理
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。

分
析
を
通
じ
、
織
田
信
長
権
力
の
寺
社
へ
の
関
わ
り
方
、
大
和
国
へ
の
関
わ
り
方
と

い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
研
究
の
流
れ
の
な
か
に
こ
の
問
題
を
位

置
づ
け
、
信
長
権
力
の
あ
り
方
を
見
通
す
た
め
の
布
石
た
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
世
の
法
隆
寺
は
、
鎌
倉
期
に
太
子
信
仰
を
基
盤
と
し
て
復
興
し
、
堂
舎
・
仏
像

の
修
造
が
行
な
わ
れ
、
庶
民
の
信
仰
を
集
め
た

(

�)

。
寺
僧
に
は
南
都
諸
大
寺
お
よ
び
高

野
山
と
同
様

｢

学
侶｣

と

｢

堂
衆

(

堂
方)｣

と
い
う
大
別
し
て
二
つ
の
身
分
階
層

が
存
在
し
た
。
法
隆
寺
に
お
い
て
は
平
安
後
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
が
成
立
し
て

い
た
と
さ
れ
、
学
侶
の
子
院
が
主
に
寺
内
西
院
側
に
あ
り
、
堂
衆
の
子
院
が
東
院
側

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
西
寺
・
東
寺
と
称
さ
れ
た
と
い
う
。

学
侶
は
学
業
を
主
た
る
任
務
と
す
る
僧
侶
で
あ
り
、
堂
衆
は
諸
堂
舎
の
管
理
や
法

会
の
承
仕
を
司
る
僧
侶
で
あ
っ
た

(

�)

。
身
分
的
に
は
学
侶
が
堂
衆
の
上
位
に
あ
り
、
中

世
後
期
に
至
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
む
僧
房

(

子
院)

が

｢

学
侶
坊｣

｢

堂
衆
坊｣

の
よ
う
に
区
別
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(

�)

。

他
寺
の
例
に
漏
れ
ず
、
法
隆
寺
に
お
い
て
も
両
階
層
の
身
分
的
対
立
が
見
ら
れ
、

永
享
七
年

(

一
四
三
五)

に
は
双
方
の
武
力
衝
突
の
結
果
南
大
門
が
焼
失
し
た
と
さ

れ
る
。
対
立
は
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
連
綿
と
続
い
て
ゆ
く
の
だ
が
、
と
く
に
織
田

信
長
が
政
治
的
権
力
を
握
っ
て
い
た
天
正
年
間
に
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
信
長
権
力
は
対
立
の
鍵
を
握
る
存
在
で
あ
り
、
対
立
の
ゆ
く
え
は
信
長
権
力

の
動
向
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。

天
正
年
間
に
お
け
る
法
隆
寺
東
寺
・
西
寺
相
論

(

以
下

｢

東
西
相
論｣

の
よ
う
に

略
記
す
る)

の
事
実
に
つ
い
て
は
、
間
中
定
泉
氏
・
高
田
良
信
氏
の
著
書

『

法
隆
寺』

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
、
別
に
高
田
氏
は
、｢

法
隆
寺
で
信
長
の
果
た
し
た
役
割
に
、

学
侶
と
堂
方
の
対
立
抗
争
の
仲
裁
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る｣

と
、
対
立
に
お
け
る

信
長
の
関
与
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
半
田
実
氏
は
、
信
長
側
近
の
一
雲
斎
針
阿
弥
と
い
う
人
物
に
着
目
し
、
彼
の

活
動
を
中
心
に
信
長
権
力
と
特
定
寺
社
を
取
り
次
ぐ
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
た
過
程
で
、

針
阿
弥
が
取
次
役
と
し
て
関
わ
っ
た
法
隆
寺
を
取
り
上
げ
、
東
西
相
論
の
経
過
に
触

れ
て
い
る

(

�)

。
従
来
未
紹
介
で
あ
っ
た
相
論
関
係
文
書
を
多
く
紹
介
し
、
そ
の
推
移
を

追
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
で
と
く
に
拠
る
べ
き
先
行
研
究
で
あ
る
。
ほ
か
染
谷

光
廣
氏
は
、
相
論
の
過
程
で
発
給
さ
れ
た
信
長
黒
印
状
の
執
筆
者
で
あ
る
信
長
右
筆

楠
長
諳
を
論
じ
る
な
か
で
、
相
論
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

(

�)

。

奥
野
高
廣
氏
が
編
ん
だ

『

増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
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八
八
年
、
以
下

『

信
長
文
書』

と
略
記)

に
は
、
本
相
論
に
関
係
し
て
発
給
さ
れ
た

信
長
の
朱
印
状
・
黒
印
状
を
は
じ
め
、
付
随
し
て
発
給
さ
れ
た
武
将
・
側
近
ら
の
書

状
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
至
便
だ
が
、
史
料
集
の
性
格
上
相
論
関
係
文
書
す
べ
て

が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
年
次
比
定
に
再
考
を
要
す
る
文
書
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

二
〇
〇
五
年
度
刊
行
さ
れ
た

『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
二
十
五

(

天
正
二
年
十

一
月
十
日
条)

の
編
纂
過
程
で
、『

信
長
文
書』

お
よ
び
半
田
氏
の
研
究
な
ど
で
も

な
お
紹
介
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
関
係
文
書
が
若
干
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

以
下
あ
ら
た
め
て
関
係
文
書
を
整
理
し
て
相
論
過
程
を
再
検
討
し
て
ゆ
き
た
い

(

�)

。
史

料
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
す
べ
て
の
引
用
は
困
難
な
の
で
、
行
論
に

最
低
限
必
要
な
も
の
と
、
未
紹
介
の
も
の
を
優
先
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一

天
正
二
年
〜
三
年
に
お
け
る
東
寺
・
西
寺
の
対
立

１

双
方
に
発
給
さ
れ
た
信
長
朱
印
状

ま
ず
収
集
し
え
た
関
係
文
書
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
る

(

次
頁)
。
文
書
の
年
次

比
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
述
の
な
か
で
説
明
す
る
。
表
の
関
係
文
書
は
一
点

(

史
料
23)

を
除
き

｢

法
隆
寺
文
書｣

中
に
伝
来
し
、
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委

員
会
編

『

法
隆
寺
の
至
宝
８

古
記
録
・
古
文
書』

(

小
学
館
、
一
九
九
九
年)
に

細
目
録
と
と
も
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
一
般
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
れ

ら
は
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

法
隆
寺
文
書』

に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
表
に
そ

の
典
拠
情
報
を
加
え
た
。
以
下
関
係
文
書
は
、
史
料
○
、
の
よ
う
に
表
の
番
号
を
も
っ

て
表
記
す
る
。

関
係
文
書
を
年
次
順
に
配
列
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
解
釈
し
て
相
論
の
過
程
を

大
雑
把
に
区
切
れ
ば
、
表
に
あ
る
と
お
り
Ⅰ
期
か
ら
Ⅴ
期
ま
で
の
五
期
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
、
天
正
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
Ⅰ
期
・
Ⅱ
期
を
検
討

す
る
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
天
正
二
年
に
東
寺
と
西
寺
の
対
立
が
激
化
す
る
に
至
っ
た
端
緒

は
、
次
の
信
長
禁
制

(

朱
印
状
写)

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

[

史
料
１]

天
正
二
年
正
月
日
織
田
信
長
朱
印
状
写

掟

和
州
法
隆
寺

一
、
陣
取
并
寄
宿
等
、
不
レ
可
レ
有
レ
之
、
付
、
不
レ
可
レ
伐
二
採
竹
木
一
事
、

一
、
矢
銭
・
兵
粮
米
并
雖
二
当
座
之
取
替
一
、
不
レ
可
レ
懸
レ
之
事
、

一
、
諸
給
人
入
地
・
入
被
官
等
、
如
二
先
規
一
不
レ
可
レ
有
二
異
儀
一
、
付
、
堂
衆

之
儀
、
是
又
可
レ
為
レ
如
二
先
規
一
事
、

右
条
々
定
置
訖
、
若
於
二
違
犯
之
輩
一
者
、
可
レ
処
二
厳
科
一
者
也
、

天
正
弐
年
正
月
日

信
長

御
朱
印

陣
取
・
寄
宿
・
竹
木
伐
採
を
禁
じ
、
兵
粮
米
な
ど
の
賦
課
を
止
め
さ
せ
る
な
ど
一

般
的
な
禁
制
の
内
容
だ
が
、
第
三
条
に

｢

諸
給
人
入
地
・
入
被
官｣

の
現
状
維
持

(

	)

を

命
じ
る
附
則
と
し
て
、
傍
線
を
付
し
た
文
言
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
、｢

堂
衆
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
先
規
の
と
お
り
で

変
更
は
な
い｣

と
な
る
。｢

先
規｣

と
は
い
か
な
る
状
態
を
指
す
の
か
、
問
題
と
な

る
。そ

の
後
の
文
書
の
な
か
で
、
信
長
か
ら
相
論
の
仲
裁
を
委
ね
ら
れ
た
家
臣
塙
直
政

は
、
史
料
１
を
指
す
と
み
ら
れ
る
文
書
に
つ
い
て

｢

西
寺
へ
者
、
諸
事
可
レ

為
レ

如
二
先
規
一
之
通
、
去
年
被
レ
成
二
御
朱
印
一
候｣

と
表
現
し
て
い
る

(


)

。
宛
所
は

｢

和

州
法
隆
寺｣

と
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
宛
て
ら
れ
た
の
は
西
寺
側
で
あ
り
、
西

寺
に
対
し

｢

堂
衆
之
儀｣

｢

諸
事｣

は
先
規
の
と
お
り
で
あ
る
と
い
う
保
証
が
な
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
以
前
、
永
禄
二
年

(

一
五
五
九)

六
月
に
出
さ
れ
た
三
好
長
慶
禁
制
を

皮
切
り
に
、
同
一
一
年

(

一
五
六
八)

一
〇
月
の
信
長
禁
制
写
を
経
て
、
元
亀
二
年

(

一
五
七
一)

九
月
の
室
町
幕
府
禁
制
に
至
る
ま
で
、
計
一
一
通
の
禁
制
が

｢

法
隆

寺
文
書｣

中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

(

�)
(

宛
所
は

｢

法
隆
寺｣

｢

和
州
法
隆
寺｣

｢

法
隆
寺

( ) 法隆寺東寺・西寺相論と織田信長 (金子)53



東京大学史料編纂所研究紀要 第17号 2007年３月 ( )54

表
法
隆
寺
東
西
相
論
関
係
文
書

文
書
番
号

文
書
名

宛
所

年
月
日

整
理
番
号

信
長
文
書

写
真
帳

影
写
本

備
考

斑

Ⅰ期

1
ハ

232
織
田
信
長
朱
印
状
写

和
州
法
隆
寺

天
正
２
年
１
月
日

ハ
函
19-7

上
440

18-p38
5-8丁

宝
175頁

/大
20-602頁

○
2
ニ

311
織
田
信
長
朱
印
状

法
隆
寺
東
寺
惣
中

天
正
２
年
11月
10日

ニ
函
17-1

上
482

23-p63
宝
243頁

/大
25-100頁

○
3
ニ

312
織
田
信
長
朱
印
状
写

法
隆
寺
東
寺
惣
中

天
正
２
年
11月
10日

ニ
函
17-2

23-p64
5-9丁

宝
244頁

/2の
写

4
ヘ

35
織
田
信
長
朱
印
状
写

法
隆
寺
東
寺
惣
中

天
正
２
年
11月
10日

ヘ
函
2-27

30-p69
12-14丁

宝
253頁

/2の
写

5
ニ

185
井
戸
良
弘
書
状

年
会
御
房

(天
正
２
)12月

１
日

ニ
函
10-14

22-p16
宝
226頁

/大
25-100頁

6
ニ

307
塙
直
政
書
状

井
若
御
返
報

(天
正
２
)12月

３
日

ニ
函
16-1

23-p55
宝
243頁

/大
25-101頁

7
ニ

186
井
戸
良
弘
書
状

年
会
御
房

(天
正
２
)12月

４
日

ニ
函
10-15

22-p17
宝
226頁

/大
25-101頁

8
ニ

308
塙
直
政
書
状

法
隆
寺
堂
衆
勝
御
中

(天
正
２
)12月

12日
ニ
函
16-2

下
612附

23-p57
5-57丁

宝
243頁

/大
25-102頁

○
9
ニ

309
塙
直
政
書
状
写

法
隆
寺
年
会
御
房
御
同
宿
中

(天
正
２
)12月

12日
ニ
函
16-3

23-p59
5-59丁

宝
243頁

/大
25-102頁

10
ロ

256
法
隆
寺
学
侶
連
署
条
々
掟

天
正
３
年
２
月
27日

ロ
函
27-3

12-p82
宝
134頁

/大
25-103頁

11
ヘ

56
塙
直
政
書
状

法
隆
寺
年
会
御
房

(天
正
３
)３
月
19日

ヘ
函
3-21

30-p104
5-58丁

大
25-105頁

Ⅱ期

12
ニ

310
塙
安
弘
書
状

法
隆
寺
年
会
御
坊

(天
正
３
)10月

20日
ニ
函
16-4

23-p61
宝
243頁

13
ニ

332
松
井
友
閑
書
状
写

法
隆
寺
学
侶
中

(天
正
３
)11月

７
日

ニ
函
18-9

下
612参

23-p89
5-54丁

宝
247頁

14
ハ

257
塙
安
弘
書
状

原
備
様
人
々
御
中

(天
正
３
)11月

14日
ハ
函
21-10

18-p81
5-55丁

宝
180頁

15
ニ

313
織
田
信
忠
禁
制

法
隆
寺
之
内
東
寺

天
正
５
年
10月

日
ニ
函
17-3

下
743

23-p66
5-13丁

宝
244頁

○

Ⅲ期

16
ニ

335
九
藤
深
宮
書
状

東
寺
法
隆
寺
諸
進
御
房
御
同
宿
中

(天
正
６
)12月

２
日

ニ
函
18-12

23-p92
5-56丁

宝
247頁

○
17
ニ

317
織
田
信
長
黒
印
状

法
隆
寺
東
寺
諸
進

(天
正
６
)12月

19日
ニ
函
17-7

下
802

23-p72
5-28丁

宝
245頁

○
18
ニ

333
松
井
友
閑
書
状
写

法
隆
寺
西
寺
惣
中

(天
正
６
)12月

19日
ニ
函
18-10

下
803

23-p90
5-61丁

宝
247頁

19
ニ

336
九
藤
深
宮
書
状

法
隆
寺
東
寺
諸
進
御
同
宿
中

(天
正
６
)12月

21日
ニ
函
18-13

下
804

23-p93
5-62丁

宝
247頁

○
20
ニ

337
九
藤
深
宮
書
状
写

法
隆
寺
西
寺
惣
御
中

(天
正
６
)12月

21日
ニ
函
18-14

下
805

23-p94
5-63丁

宝
247頁

○
21
ニ

334
咄
斎
書
状

宮
内
卿
法
印
様
尊
報

(天
正
６
)１
月
15日

ニ
函
18-11

23-p91
5-29丁

宝
247頁

/半
田
実
論
文
32頁

22
ニ

318
織
田
信
長
黒
印
状

法
隆
寺
東
寺
諸
進

(天
正
６
)２
月
26日

ニ
函
17-8

下
814

23-p73
5-30丁

宝
245頁

○

Ⅳ期

23
織
田
信
長
朱
印
状
写

和
州
法
隆
寺

天
正
７
年
２
月
日

下
816

｢斑
鳩
古
事
便
覧
｣

○
24
ニ

319
織
田
信
長
黒
印
状

法
隆
寺
東
寺
惣
中

天
正
７
年
３
月
10日

ニ
函
17-9

下
818

23-p74
5-31丁

宝
244頁

○
25
ニ

341
一
雲
斎
針
阿
書
状

大
和
法
隆
寺
参
貴
報

(天
正
７
)３
月
18日

ニ
函
18-18

下
818参

23-p98
5-33丁

宝
248頁

26
ニ

342
一
雲
斎
針
阿
書
状

法
隆
寺
東
寺
回
章

(天
正
７
)５
月
１
日

ニ
函
18-19

下
826

23-p99
5-35丁

宝
248頁

/半
田
実
論
文
25頁

○
27
ニ

343
一
雲
斎
針
阿
書
状

法
隆
寺
東
寺
貴
報

(天
正
７
)５
月
４
日

ニ
函
18-20

23-p100
5-36丁

宝
248頁

/半
田
実
論
文
25頁

Ⅴ期

28
ヘ

66
法
隆
寺
東
寺
条
々
事
書
覚
写

一
雲
斎

(天
正
７
)５
月
21日

ヘ
函
4-1

31-p2
5-38丁

半
田
実
論
文
33頁

29
ニ

314
織
田
信
長
朱
印
状

筒
井
順
慶

(天
正
７
)６
月
12日

ニ
函
17-4

下
832

23-p67
宝
245頁

○
30
ニ

315
織
田
信
長
朱
印
状
写

筒
井
順
慶

(天
正
７
)６
月
12日

ニ
函
17-5

23-p69
5-44丁

宝
245頁

/29の
写

31
ニ

339
一
雲
斎
針
阿
・
松
井
友
閑
連
署
書
状

法
隆
寺
東
寺
机
下

(天
正
７
)６
月
12日

ニ
函
18-16

下
833

23-p96
5-46丁

宝
247頁

○
32
ニ

340
楠
長
諳
書
状

法
隆
寺
東
寺
惣
中

(天
正
７
)６
月
19日

ニ
函
18-17

下
833参

23-p97
5-47丁

宝
248頁

○
33
ニ

344
一
雲
斎
針
阿
書
状

和
州
法
隆
寺
東
寺
惣
中
参
貴
報

(天
正
７
)６
月
19日

ニ
函
18-21

下
834

23-p101
5-48丁

宝
248頁

34
ニ

320
織
田
信
長
黒
印
状

法
隆
寺
東
寺
惣
中

(天
正
７
)７
月
３
日

ニ
函
17-10

下
769

23-p75
5-50丁

宝
245頁

○
35
ニ

345
一
雲
斎
針
阿
書
状

法
隆
寺
東
寺
貴
報

(天
正
７
)９
月
20日

ニ
函
18-22

下
841

23-p102
5-51丁

宝
248頁

○

年未詳

36
ニ

316
織
田
信
長
朱
印
状

法
隆
寺
年
会

10月
20日

ニ
函
17-6

23-p71
宝
244頁

/半
田
実
論
文
32頁

○
37
ニ

321
織
田
信
長
黒
印
状

法
隆
寺
東
寺

10月
17日

ニ
函
17-11

下
842附

23-p76
5-32丁

宝
245頁

○
38
ニ

338
松
井
友
閑
等
三
名
連
署
書
状

法
隆
寺
東
寺
惣
中

10月
24日

ニ
函
18-15

下
786

23-p95
5-53丁

宝
247頁

○
※
年
月
日
の
(
)
は
推
定
｡
｢写
真
帳
｣
｢影
写
本
｣
は
､
史
料
編
纂
所
架
蔵
｢法
隆
寺
文
書
｣
写
真
帳
(6171.65-23)

・
影
写
本
(3071.65-3)

の
冊
次
と
頁
(丁
)
数
｡

※
｢文
書
番
号
｣｢整
理
番
号
｣
は
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
編
『法
隆
寺
の
至
宝
８
古
記
録
・
古
文
書
』
(小
学
館
､
1999年

)
の
､
｢信
長
文
書
｣
は
奥
野
高
廣
『増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
(吉
川
弘
文
館
)
の
番
号
｡

※
備
考
の
｢宝
｣
は
上
記
『法
隆
寺
の
至
宝
８
』
(写
真
版
)
の
､
｢大
｣
は
『大
日
本
史
料
』
第
十
編
の
収
録
頁
｡
｢斑
｣
項
の
○
は
『斑
鳩
古
事
便
覧
』
(『法
隆
寺
史
料
集
成
』
十
五
)
収
録
文
書
｡



(
同)
領
内｣

な
ど)

。

こ
れ
ら
を
眺
め
て
も
、
史
料
１
傍
線
部
の
よ
う
な
文
言
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り

こ
の
文
言
は
史
料
１
で
初
め
て
法
隆
寺
宛
禁
制
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
突
如
と
し
て
こ
の
文
言
が
信
長
の
禁
制
に
盛
り
込
ま
れ

た
の
か
、
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
考
え
る
べ
き
点
は
多
い
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま

ず
措
い
て
、
さ
ら
に
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

史
料
１
と
同
年
の
一
一
月
に
、
今
度
は
東
寺
に
宛
て
次
の
よ
う
な
信
長
朱
印
状
が

発
給
さ
れ
る
。

[

史
料
２]

天
正
二
年
一
一
月
一
〇
日
信
長
朱
印
状
※

当
寺
事
、
従
二

先
々
一

西
東
諸
色
雖
レ

為
二

混
合
一

、
於
二

自
今
以
後
一

者
、
可
レ

為
二
各
別
一
、
次
東
之
寺
領
所
々
散
在
等
、
永
代
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
、
然
而
為
二

西
寺
一
段
銭
以
下
恣
令
二
取
沙
汰
一
之
儀
、
堅
可
二
停
止
一
、
猶
以
令
二
違
乱
一
者
、

可
レ
加
二
成
敗
一
候
也
、
仍
状
如
レ
件
、

十
天
正
弐一
月
十
日

信
長

(

朱
印)

法
隆
寺
東
寺
惣
中

こ
の
文
書
で
信
長
は
、(

１)

寺
領
の
な
か
で
西
寺
・
東
寺
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
職
が

混
在
し
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
今
後
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
と
す
る

(
一
円
化

し
な
い)

こ
と
、(

２)

東
寺
領
を
永
代
安
堵
す
る
こ
と
、(

３)

西
寺
が
東
寺
領
に

反
銭
を
賦
課
す
る
こ
と
は
一
切
停
止
し
、
違
乱
が
あ
っ
た
場
合
成
敗
す
る
こ
と
、
以

上
三
点
に
つ
い
て
東
寺
に
申
し
渡
し
て
い
る
。
こ
の
朱
印
状
は
の
ち
の
ち
寺
僧
に
よ
っ

て

｢

各
別

(

御)

朱
印｣

と
呼
ば
れ
、
東
寺
側
が
西
寺
側
か
ら
の
独
立
的
立
場
を
主

張
す
る
根
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
正
二
年
に
信
長
は
西
寺
・
東
寺
双
方
に
朱
印
状
を
発
給
し
た
。

と
り
わ
け
東
寺
に

｢

各
別｣

の
旨
を
申
し
渡
し
た
こ
と
は
、
古
来
よ
り
階
層
的
対
立

が
あ
っ
た
に
せ
よ
一
つ
の
寺
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
保
持
し
て
い
た
法
隆
寺
を
、
所

領
の
側
面
か
ら
二
分
す
る
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

２

天
正
二
年
相
論
の
背
景

天
正
二
年
に
お
け
る
東
寺
・
西
寺
の
対
立
は
、
右
に
掲
げ
た
史
料
１
・
２
の
み
で

論
じ
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
関
連
史
料
を
検
討
し
な
が
ら
、
詳
細
に
経

緯
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。

最
初
に
表
で
ま
と
め
た
Ⅴ
期
に
あ
た
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
史
料
28
を
全
文
紹
介

す
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
半
田
氏
が
論
文
の
注
に
お
い
て
全
文
翻
刻

し
て
い
る
が
、
字
句
の
修
正
が
若
干
あ
る
ほ
か
、
相
論
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な

史
料
で
あ
る
こ
と
、
本
稿
の
行
論
の
う
え
で
も
念
頭
に
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
長
く
な
る
が
以
下
引
用
し
た
い
。

[

史
料
28]

(

天
正
七
年)

五
月
二
一
日
法
隆
寺
東
寺
条
々
事
書
写
※

｢

天

(

端
裏
書)正
年
中
各
別
之

御
朱
印
頂
戴
以
後
訴
状
之
写｣

覚

�
一
、
去
四
日
巳
刻
ニ

、
為
二

上
意
一

津
田
理

[

利]

右
衛
門
殿
・
角
介
・
下
京
之
と
つ

(

咄)

斎
・
同
春
波
、
上
下
五
十
人
計
に
て
東
寺
へ
お
し
入
、
条
々
非
分
之
事
、

�
一
、
此
方
之
儀
、
役
者
を
は
し
め
悉
衣
躰
に
て
罷
出
、
御
理
を
も
承
、
又
此
方
之

存
分
を
も
可
二
申
入
一
と
申
候
処
ニ
、
理
不
尽
ニ
両
役
者
を
め
し
と
り
、
其
外
両

人
に
縄
を
か
け
、
西
寺
へ
引
取
候
事
、

�
一
、
理
不
尽
ニ
か
ら
め
と
ら
る
の
あ
ひ
た
、
に
け
ち
り
候
を
、
数
多
ち
や
う
ち
や
く

(

打

擲

)

の
事
、
付
、
刀
疵
在
之
、

�
一
、
両
役
人
之
坊
舎
家
財
等
ま
て
取
破
、
或
者
火
ニ
焼
捨
事
、

�
一
、
道
用
米
日
ニ
三
石
宛
、
五
日
分
ニ
十
五
石
之
通
取
被
レ
申
候
事
、
付
、
日
ニ
八
荷
宛

馬
草
之
事
、

�
一
、
為
二

上
使
銭
一
ひ
た
卅
三
貫
取
被
レ
申
候
事
、

�
一
、
し
は
り
候
内
に
、
ほ
つ
け

(

法

花)

院
と
申
を
、
種
々
様
々
に
い
た
め
、
銀
子
十
枚
う

け
こ
ま
せ
、
其
代
ニ
百
一
貫
六
百
文
取
被
レ
申
候
事
、

	
一
、
去
八
日
ニ
東
寺
之
内
西
と
う
し
ゆ

(

東

住

)

院
へ
角
介
方
と
つ
斎
并
西
寺
衆
以
上
五
十

( ) 法隆寺東寺・西寺相論と織田信長 (金子)55



人
計
に
て
打
入
、
既
ニ
角
介
矢
を
い
こ
み
、
坊
主
を
打
取
へ
き
と
仕
候
間
、
手

前
お
ち
ぬ
け
候
、
其
ま
ゝ
居
取
ニ
い
た
し
、
其
外
へ
や
坊
六
ツ
御
座
候
ま
て
悉

取
破
候
事
、

�
一
、
西
東
住
院
之
儀
于
レ
今
上
使
衆
中
間
之
残
さ
れ
、
西
寺
よ
り
人
数
を
く
わ
へ
、

夜
々
坊
舎
の
か
べ

(
壁)

・
は
た
い
た

(

端

板

)

、
其
外
水
た
な

(

棚)

・
か
ら
う
す

(

唐

臼

)

ま
て
か
か

(

篝

)り
ニ
た

き
、
土
蔵
へ
ハ
い
た
し
き

(
板

敷

)

、
又
者
引
窓
よ
り
入
候
て
、
悉
取
は
た
し
申
候
由
、

追
々
申
越
事
、

�
一
、
東
寺
之
諸
口
を
相
留
候
事
、

�
一
、
去
月
上
旬
之
比
、
従
二
宮

(

松
井
友
閑)

法
一
、
針
阿
・
九

(

九
藤
深
宮)

肥
西
寺
へ
被
レ
遣
二
御
折
帋
一
、

各
別
之

御
朱
印
弥
無
二
別
条
一
之
旨
、
重
而
東
寺
へ
被
レ
成
二
下

御
黒
印
一

之
趣
御
届
候
、
乍
二
存
知
一
還
而
右
之
仕
合
、
且
軽
二

上
様
一
、
且
可
レ
為
二

中
間
狼
籍

[

藉]

哉
否
之
事
、

�
一
、
各
別
之

御
朱
印
頂
戴
仕
候
時
、
為
二
西
寺
一
仕
候
非
分
之
儀
、
以
二
七
ヶ

条
一
申
上
候
条
々
之
事
、
付
別
帋
ニ

在

之

、

�
一
、
七
ヶ
条
之
内
六
ヶ
条
目
之
儀
、
従
二

上
様
一

以
二

御
朱
印
一

筒
井
順
慶
へ

被
レ
成
二
御
尋
一
候
処
ニ
、
則
被
レ
遂
レ
参
二
上
於
相
国
寺
一
、
有
姿
言
上
被
レ
申

候
処
ニ
、
弥
西
寺
曲
事
之
旨
被
二
仰
出
一
、
張
本
人
之
坊
舎
五
ツ
被
レ
成
二
御
成

敗
一
候
事
、

�
一
、
五
坊
御
成
敗
之
時
、
為
二

御
上
使
一
原
田

(

塙
直
政)備
中
守
殿
御
越
候
事
、

�
一
、
各
別
之

御
朱
印
為
二
西
寺
一
年
来
相
背
、
東
寺
下
地
分
之
反
銭
以
下
違
乱

仕
候
事
、

	
一
、
各
別
之

御
朱
印
頂
戴
仕
候
間
、
其
次
之
年
ニ

東
寺
分
之
反
銭
所
納
仕
候

処
ニ
、
塙
喜
三

(

安
弘)

之
内
大
陵
・
井
戸

(

良
弘)

内
之
小
森
両
人
為
二
大
将
一
、
廿
人
計
に
て
、

百
姓
前
へ
夜
催
促
ヲ
入
、
百
姓
よ
り
致
二
二
重
取
一
、
其
上
東
寺
へ
打
入
、
強

々
ニ
仕
候
事
、



一
、
惣
別
反
銭
と
申
儀
、
往
古
者
一
円
無
レ
之
事
、

�
一
、
当
寺
者
千
年
ニ
お
よ
ひ
候
歟
、
反
銭
者
造
営
或
者
諸
�
の
た
め
に
、
百
年
已

来
在
レ
之
事
、


一
、
為
二
西
寺
一
各
別
之

御
朱
印
違
背
候
而
、
東
寺
下
地
分
之
反
銭
以
下
押
取

事
、
不
レ

謂
之
由
、
従
二

宮
法
・
九
肥
一

以
二

使
札
一

西
寺
へ
被
二

仰
理
一

候
度

毎
ニ
、
此
方
へ
も
相
使
入
置
事
、

�
一
、
東
寺
を
西
寺
之
披
官
と
申
な
す
の
よ
し
、
中
々
限
二
沙
汰
一
候
事
、

�
一
、
当
寺
諸
法
事
之
時
者
、
従
二
往
古
一
已
来
為
二
両
座
一
事
、

�
一
、
当
寺
之
上
と
申
者
、
御
太
子
に
て
御
座
候
、
西
寺
も
院
号
・
坊
号
、
東
寺
も

院
号
・
坊
号
、
以
上
も
可
レ
有
二
御
分
別
一
事
、

�
一
、
西
東
之
別
当
者
南
都
東
北
院
殿
に
て
御
座
候
事
、

�
一
、
南
都
一
乗
院
殿
受
戒
会
之
御
時
も
、
従
二
東
寺
一
罷
上
致
二
出
仕
一
候
事
、

�
一
、
毎
事
二
月
七
日
よ
り
十
四
日
ま
て
つ
く
り
花
六
瓶
ほ
う
せ
ん

(

宝

前

)

に
そ
な
へ
申
候
、

是
も
西
寺
・
東
寺
よ
り
三
瓶
つ
ゝ
そ
な
へ
申
候
事
、
付
、
花
の
一
二
ハ
西
東
ニ
よ

う
す
よ
き
次
第
ニ
立
置
事
、

�
一
、
津
田
理
右
衛
門
殿
并
咄
斎
・
春
波
表
裏
之
事
、

�
一
、
旧
冬
従
二

上
様
一
御
朱
印
弥
異
儀
な
き
の
御
黒
印
頂
戴
被
レ
下
候
時
、
津

理
右
も
東
寺
為
二
御
馳
走
一
、
宮
法
・
九
肥
之
使
者
并
と
つ
斎
に
被
二
相
副
一
、

礼
銀
迄
被
レ
定
候
て
、
国
松
と
申
使
を
西
寺
へ
被
レ
遣
候
而
、
又
只
今
者
西
寺

へ
御
成
候
事
、
付
、
と
つ
斎
・
春
波
勿
論
同
前
事
、

�
一
、
津
理
右
・
咄
斎
・
春
波
、
旧
冬
東
寺
之
無
二
馳
走
一
と
被
レ
申
候
者
、
双
方

可
レ
被
二
召
出
一
候
事
、

�
一
、
津
理
右
之
使
者
ニ
被
レ
参
候
国
松
、
従
二
此
方
一
為
二
礼
儀
一
、
旧
冬
銀
子
五

両
并
ひ
た
一
貫
文
取
被
レ
申
候
段
無
レ
紛
事
、

�
一
、
西
寺
之
非
分
成
義
、
雖
下
無
二
際
限
一
候
上
、
大
方
申
上
事
、

以
上

右
之
条
々
者
、
前
後
之
儀
大
方
為
二
御
存
知
一
候
、
専
要
者
此
度
之
趣
急
度
御
披

露
所
レ
仰
候
、
以
上
、
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法
隆
寺

五
月
廿
一
日

東
寺

一
雲
斎

＊
一
つ
書
き
頭
の
丸
数
字
・
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
。

端
裏
書
に
あ
る

｢

天
正
年
中
各
別
之
御
朱
印｣

と
は
史
料
２
を
指
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
史
料
２
が
発
給
さ
れ
た
の
ち
に
生
じ
た
事
態
を
ま
と
め
、
訴
え
た
こ
と
の

覚
書
と
い
う
意
味
で
、
差
出
者
は
東
寺
、
宛
所
は
こ
の
時
期
東
寺
の
取
次
役
で
あ
っ

た
一
雲
斎
針
阿
弥
で
あ
る
。

�
傍
線
部
に
示
さ
れ
た

｢

御
黒
印｣

と
は
、
信
長
が
東
寺
諸
進

(

堂
衆
の
奉
行)

に
宛
て

｢

先
年
遣
レ
之
候
朱
印
旨
、
弥
不
レ
可
レ
有
二
異
儀
一
候
也｣

と
伝
え
た
、
天

正
六
年
に
推
定
さ
れ
る
一
二
月
一
九
日
付
黒
印
状

(

史
料
17
、
次
章
で
掲
出)

を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
文
書
の
年
次
は
天
正
七
年
と
な
る
。

史
料
28
は
内
容
か
ら
大
き
く
六
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
�
〜
�
、
�
〜
�
、

�
〜
	
、


〜

、
�
〜
�
、
�
〜
�
で
あ
る
。
�
〜
�
で
は
、(

天
正
七
年)

五

月
四
日
お
よ
び
八
日
に
、
信
長
臣
津
田
利
右
衛
門
や
咄
斎
・
西
寺
衆
ら
が
東
寺
へ
押

し
入
り
、
狼
藉
を
働
い
た
事
実
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
�
〜
�
は
、｢

各
別

之
御
朱
印｣

を
頂
戴
し
た
さ
い
ま
と
め
た
西
寺
非
分
七
ヶ
条
に
つ
い
て
、
�
〜
	
は
、

｢

各
別
之
御
朱
印｣

発
給
後
、
西
寺
が
東
寺
の
下
地
分
反
銭
を
押
領
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、


〜

は
、
法
隆
寺
に
お
け
る
反
銭
の
認
識
、
�
〜
�
は
、
東
寺
を
西
寺
の

被
官
と
す
る
見
方
へ
の
反
論
、
�
〜
�
は
、
津
田
利
右
衛
門
以
下
の
非
分
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

天
正
二
年
の
対
立
を
う
か
が
う
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
、
�
〜
�
の
部
分
で
あ

る
。
こ
こ
で
東
寺
は
、
各
別
の
朱
印
を
頂
戴
し
た
と
き
、
西
寺
が
行
な
っ
た
非
分
に

つ
い
て
七
ヶ
条
に
ま
と
め
て
申
し
上
げ
た
こ
と

(

�)

、
こ
の
七
ヶ
条
の
う
ち
、
六

ヶ
条
目
の
事
柄
に
つ
い
て
、
信
長
か
ら
筒
井
順
慶
に
朱
印
状
で
尋
問
が
あ
り
、
順
慶

は
即
座
に
相
国
寺
に
参
上
し
事
情
を
説
明
し
た
結
果
、
西
寺
が
曲
事
で
あ
り
、
張
本

人
の
坊
舎
五
つ
を
成
敗
す
べ
き
命
が
下
さ
れ
た
こ
と

(

�)

、
五
坊
成
敗
に
あ
た
り
、

上
使
と
し
て
原
田

(

塙)

直
政
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と

(

�)

を
申
し
立
て
て
い
る
。

原
田
直
政
は
天
正
四
年
五
月
三
日
に
石
山
本
願
寺
攻
め
で
戦
死
す
る
か
ら
、
本
史

料
28
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
す
べ
て
が
、
作
成
さ
れ
た
天
正
七
年
と
同
じ
時
制
で
語

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
�
〜
�
は
、
天
正
二

年
に
史
料
２

(

各
別
之
御
朱
印)

が
発
給
さ
れ
る
前
後
の
状
況
を
天
正
七
年
時
点
で

振
り
返
っ
た
内
容
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
史
料
２
が
発
給
さ
れ
る
以
前
、
西
寺
が
東
寺
に
対
し
何
ら
か
の
非
分
の

行
な
い
が
あ
り
、
東
寺
は
こ
れ
を
七
ヶ
条
に
ま
と
め
信
長
に
訴
え
出
た
。
信
長
は
こ

の
う
ち
の
一
点
に
つ
き
興
福
寺
官
符
衆
徒
た
る
大
和
の
有
力
国
人
筒
井
順
慶
に
説
明

を
求
め
、
理
非
を
判
断
し
た
結
果
、｢

西
寺
曲
事｣

と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

信
長
は
こ
の
天
正
二
年
、
三
月
二
四
日
と
四
月
三
日
の
二
度
相
国
寺
で
茶
会
を
催

し
て
い
る

(

�)

。
順
慶
は
三
月
二
三
日
に
信
長
へ
の
人
質
と
し
て
母
を
上
洛
さ
せ
、
四
月

四
日
に
は
自
ら
上
洛
し
て
い
る

(

�)

。
日
付
か
ら
考
え
れ
ば
、
順
慶
が
法
隆
寺
の
件
で
信

長
に
事
情
を
説
明
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
四
月
の
上
洛
時
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

も
っ
と
も
四
月
の
問
答
で
事
態
が
終
熄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
年
六
月
一
日
、

用
水
違
乱
の
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
学
侶
と
堂
衆
が
武
力
衝
突
を
引
き
起
こ
し
た
。

興
福
寺
多
聞
院
英
俊
は
、
こ
の
と
き
堂
衆
四
、
五
人
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
噂
を
記

録
し
て
い
る

(

�)

。
学
侶
下
�
に
あ
た
る
梵
音
衆
の
記
録
に
は
、
一
一
月
二
八
日
に
塙
直

政
が

｢

か
の
用
水
違
乱
を
決
判
せ
ん
が
た
め｣

河
内
か
ら
大
和
に
入
国
し
た
と
あ
る

(

�)

。

史
料
28
の
�
に
、｢

御
上
使｣

と
し
て
塙
直
政
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
記
事
と
符
合

す
る
。

以
上
の
経
緯
を
今
一
度
整
理
し
て
み
る
。
天
正
二
年
四
月
以
前
西
寺
に
非
分
の
行

跡
が
あ
り
、
東
寺
が
信
長
に
こ
れ
を
訴
え
出
た
。
四
月
初
旬
に
信
長
は
筒
井
順
慶
に

尋
問
し
、
西
寺
曲
事
と
決
定
、
張
本
人
の
処
罰
を
命
じ
る
。
そ
の
後
六
月
に
東
寺
と

西
寺
が
武
力
衝
突
を
引
き
起
こ
す
。
一
一
月
一
〇
日
に
東
寺
に
宛
て

｢

各
別
之
御
朱

( ) 法隆寺東寺・西寺相論と織田信長 (金子)57



印｣
が
発
給
さ
れ
、
同
月
二
八
日
に
塙
直
政
が
対
立
決
裁
の
た
め
大
和
に
入
っ
た
。

一
一
月
の
朱
印
が
六
月
の
衝
突
と
直
接
関
係
す
る
の
か
、
塙
直
政
に
与
え
ら
れ
た

使
命
は
四
月
に
下
さ
れ
た
処
分
の
施
行
に
あ
る
の
か
、
六
月
の
用
水
違
乱
の
決
裁
に

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
な
の
か
な
ど
、
不
明
確
な
点
が
残
る
が
、
お
お
よ

そ
以
上
の
よ
う
な
流
れ
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
推
測
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
最
初
に
東
寺
が
信
長
に
訴
え
出
る
こ
と
に
な
っ

た
西
寺
非
分
の
源
が
、
正
月
に
出
さ
れ
た
史
料
１
の
禁
制
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

西
寺
が
史
料
１
を
根
拠
に
、
堂
衆
に
対
し
何
ら
か
の
圧
力
を
加
え
た
結
果
、
対
立
が

表
面
化
し
た
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
史
料
１
傍
線
部
に
あ
っ
た

｢

堂
衆
之
儀
、
是
又

可
為
如
先
規
事｣

と
は
、
学
侶
に
よ
る
堂
衆
支
配

(

学
侶
上
位
、
堂
衆
下
位)

を
信

長
が
容
認
す
る

(

少
な
く
と
も
学
侶
側
は
そ
う
解
釈
し
た)

内
容
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

３

各
別
朱
印
発
給
後
の
経
緯

｢

各
別
之
御
朱
印｣

(

史
料
２)

が
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
問
題
の
解
決
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。
逆
に
こ
れ
が
両
者
の
溝
を
さ
ら
に
深
く
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
西
寺
と
東

寺
に
信
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
権
益
を
保
証
す
る
内
容
の
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
こ
と

自
体
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
信
長
権
力
側
も
こ
の
こ
と
を
認
識
し
、
双
方
に
発

給
さ
れ
た
朱
印
状
を
回
収
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
裁
決
を
下
そ
う
と
す
る
。

こ
の
朱
印
状
回
収
を
担
当
し
た
の
が
、
一
一
月
末
に
大
和
に
入
っ
た
塙
直
政
で
あ
っ

た
。
順
慶
と
と
も
に
信
長
に
帰
順
し
、
こ
の
時
期
塙
直
政
と
法
隆
寺
を
つ
な
ぐ
パ
イ

プ
役
を
果
た
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
大
和
国
人
井
戸
良
弘
は
、
一
二
月
一
日
、
法
隆

寺
年
会

(

学
侶
の
年
行
事)

に
宛
て
、｢

事
度
々
候
間
、
殿
様
思
召
忘
事
も
候
ハ
つ

る｣

と
い
う
事
情
を
説
明
し
、
発
給
さ
れ
た
朱
印
状
を
い
っ
た
ん
回
収
し
た
い
旨
通

知
し
た

(

史
料
５
※)

。

年
会
は
す
ぐ
こ
れ
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
、
塙
直
政
は
三
日
付
で
良
弘
に
宛
て

｢

法
隆
寺
之
御
朱
印｣

を
受
け
取
っ
た
旨
連
絡
し

(

史
料
６
※)

、
良
弘
は
翌
四
日
付

で
再
度
年
会
に
宛
て
、
朱
印
状
を
直
政
に
託
し
た
こ
と
を
史
料
６
と
一
緒
に
送
付
し

て
報
じ
た

(

史
料
７
※)

。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
朱
印
状
と
は
、
史
料
１
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
東
寺
に
宛
て
ら
れ
た
朱
印
状

(

史
料
２)

も

ま
た
、
直
政
に
託
さ
れ
て
い
る

(

史
料
８
※)

。

直
政
は
、
一
二
月
一
二
日
付
で
、
堂
衆
・
年
会
、
つ
ま
り
東
寺
・
西
寺
そ
れ
ぞ
れ

に
宛
て
、
双
方
の
朱
印
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
来
春
信
長
が
上
洛
し
た
さ
い
そ
れ
ぞ

れ
を
披
見
し
、
糺
明
し
た
う
え
で
あ
ら
た
め
て
判
断
を
下
す
こ
と
な
ど
を
通
知
し
て

い
る

(

史
料
８
※
・
９
※)

。
こ
の
さ
い
直
政
は
年
会
に
対
し
、
五
人
衆
の
こ
と
を

信
長
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
ご
気
色
が
良
か
っ
た
の
で
、
来
春
上
洛
時
に

(

赦
免
の

方
向
で)

裁
可
が
あ
る
だ
ろ
う
と
も
書
き
添
え
て
い
る
。
こ
の
五
人
衆
が
史
料
28
の

�
�
に
あ
る

｢

張
本
人｣

の

｢

五
坊｣

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

西
寺
は
五
人
衆
赦
免
実
現
、
お
よ
び
こ
の
相
論
を
優
位
に
導
く
た
め
、
子
院
坊
舎

を
売
却
し
て
運
動
資
金
を
工
面
し
、
塙
直
政
ら
に
礼
を
贈
っ
て
い
た
ら
し
い

(

�)

。
こ
れ

が
功
を
奏
し
た
の
か
、
翌
三
年
三
月
、
五
人
衆
の
赦
免
が
実
現
す
る

(

史
料
11
※)

。

こ
の
赦
免
ま
で
を
便
宜
的
に
Ⅰ
期
と
し
た
。

Ⅱ
期
は
赦
免
実
現
後
の
天
正
三
年
中
に
お
け
る
相
論
の
動
静
で
あ
る
。
次
に
掲
げ

る
史
料
12
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
三
年
に
入
っ
て
も
西
寺
側
は
信
長
は
じ
め
、
塙

直
政
や
そ
の
被
官
塙
喜
三
郎
安
弘
ら
に
礼
物
を
贈
り
、
工
作
を
続
行
し
て
い
た
。

[

史
料
12]

(

天
正
三
年)

一
〇
月
二
〇
日
塙
安
弘
書
状

追
而
申
入
候
、
拙
者
へ
御
音
信
過
分
之
至
存
候
、
毎
度
御
懇
意
畏
悦
存
候
、

猶
以
二
面
上
一
可
二
申
入
一
候
、

殿
様
江
御
進
物
上
申
候
処
、
備

(

原
田
直
政)

中
相
意
得
可
レ
申
由
被
二
仰
出
一
旨
候
、
次
備
中
方

へ
御
音
信
畏
存
之
由
、
是
又
拙
者
相
心
得
可
二
申
入
一
之
由
候
、
将
亦
去
年
御
礼

物
之
銀
子
相
残
分
、
相
済
申
候
、
委
細
之
段
、
自
二
井

(

井
戸
良
弘)

若
一
可
レ
有
二
演
説
一
候
条
、

不
レ
能
レ
審
候
、
恐
々
謹
言
、

塙
喜
三
郎
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十
月
廿
日

安
弘

(

花
押)

法
隆
寺
年

(

正
応)会
御
房

(

�)
こ
れ
と
関
連
す
る
も
の
か
、
西
寺
が
直
政
に
天
正
三
年
冬
銀
子
六
五
枚
を
贈
っ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る

(

�)

。
天
正
三
年
冬
に
至
っ
て
な
お
相
論
が
解
決
し
な
か
っ
た
ら
し

く
、
次
の
史
料
14
に
あ
る
よ
う
に
、
東
寺
衆
と
西
寺
衆
双
方
が
在
洛
し
、
原
田

(

塙)

直
政
を
仲
介
に
判
断
を
仰
ご
う
と
し
て
い
た
事
実
も
確
認
さ
れ
る
。

[

史
料
14]

(

天
正
三
年)
一
一
月
一
四
日
塙
安
弘
書
状

法
隆
寺
公
事
之
義
付
而
、
東
寺
之
衆
于
レ

今
在
洛
之
由
候
間
、
□

(

西
カ)

寺
之
衆
も
同

前
ニ
候
、
昨
今
之
義
者
雖
下
可
レ
為
二
御
取
紛
一
候
上
、
東
寺
之
衆
在
京
候
間
、
自

然
御
尋
事
も
候
哉
、
愈
西
寺
之
衆
も
在
洛
候
、
可
レ
然
様
相
心
得
、
可
二
申
上
一

旨
候
条
、
如
レ
此
候
、
恐
々
謹
言
、

十
一
月
十
四
日

安
弘

(
花
押)

原

(

原
田
直
政)

備
様
人
々
御
中

｢( (

ウ
ハ
書)

墨
引)

喜
三

原
備
様
人
々
御
中

安
弘｣

＊
ウ
ハ
書
は
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

｢

法
隆
寺
文
書｣

五
に
て
補
っ
た
。

信
長
は
、
天
正
三
年
三
月
か
ら
四
月
、
一
〇
月
か
ら
翌
四
年
二
月
ま
で
在
洛
し
て

い
る
。
三
年
春
の
信
長
在
洛
中
、
直
政
が
約
束
し
た
と
お
り
、
双
方
の
朱
印
状
を
披

見
し
何
ら
か
の
判
断
が
下
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
冬
に
こ
の

｢

公
事｣

が
い

か
な
る
結
末
を
た
ど
っ
た
の
か
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
次
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
双
方
が
天
正
二
年
に
発
給
さ
れ
た
朱
印

状
に
依
拠
し
て
権
益
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
は
っ
き
り
し
た
裁
決

が
下
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。

二

天
正
六
年
〜
七
年
に
お
け
る
相
論
と
そ
の
後
の
法
隆
寺

本
章
で
は
、
表
に
ま
と
め
た
Ⅲ
期
か
ら
Ⅴ
期
に
か
け
て
の
東
寺
・
西
寺
相
論
の
事

実
経
過
を
整
理
し
、
さ
ら
に
信
長
没
後
ま
で
を
簡
単
に
展
望
す
る
。
前
に
掲
げ
た
史

料
14
以
降
、
約
三
年
の
間
関
係
文
書
を
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の

間
両
寺
は
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
た
の
か
、
う
か
が
う
す
べ
は
な
い
。

唯
一
、
天
正
五
年
一
〇
月
付
で
東
寺
に
宛
て
織
田
信
忠
が
発
給
し
た
三
ヶ
条
の
禁

制
が
あ
る
が

(

史
料
15)

、
濫
妨
狼
藉
・
陣
取
放
火
・
竹
木
伐
採
を

｢

朱
印
之
旨｣

に
任
せ
て
禁
止
す
る
内
容
で
あ
り
、
史
料
１
の
ご
と
き
堂
衆
に
関
わ
る
附
則
文
言
は

見
ら
れ
な
い
の
で
、
相
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。

１

各
別
朱
印
の
追
認

前
章
で
も
触
れ
た
が
、
天
正
六
年
と
推
定
さ
れ
る
次
の
信
長
黒
印
状
が
あ
る
。

[

史
料
17]

(

天
正
六
年)

一
二
月
一
九
日
信
長
黒
印
状

就
二
在
陣
一
使
僧
、
殊
小
袖
一
重
到
来
、
懇
志
悦
入
候
、
次
先
年
遣
レ
之
候
朱
印

旨
、
弥
不
レ
可
レ
有
二
異
儀
一
候
也
、
謹
言
、

十
二
月
十
九
日

信
長

(

黒
印)

法
隆
寺
東
寺
諸
進

右
の
黒
印
状
で
信
長
は
東
寺
に
対
し
、
先
年
遣
わ
し
た
朱
印
状
に
異
儀
な
き
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
朱
印
状
と
は
史
料
２
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
こ
の
黒
印
状
に
副
え
、

同
じ
日
付
で
信
長
側
近
松
井
友
閑

(

�)

が
西
寺
に
宛
て
次
の
よ
う
な
書
状
を
認
め
て
い
る
。

[

史
料
18]

(

天
正
六
年)

一
二
月
一
九
日
松
井
友
閑
書
状
写

就
二

反
銭
反
米
之
儀
一

、
数
度
雖
二

申
遣
候
一

、
無
二

承
引
一

、
被
レ

背
二

御
朱

印
一

之
段
、
則

上
様
へ
得
二

御
意
一

候
処
、
弥
被
二

仰
付
一

、
御
墨
印
東
寺
へ

被
レ
遣
候
条
、
急
度
彼
寺
へ
可
レ
有
二
返
納
一
候
、
猶
此
使
者
可
レ
申
候
、
恐
々
謹

言
、

宮
内
卿
法
印

十
二
月
十
九
日

友
閑
判

法
隆
寺

西
寺
惣
中
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反
銭
・
反
米
の
こ
と
で
数
度
命
令
を
下
し
て
も
西
寺
側
は
承
引
せ
ず
、
朱
印
状
に

背
い
た
こ
と
を
受
け
、
信
長
は
重
ね
て
黒
印
状
を
東
寺
に
遣
わ
し
た
の
で
、
反
銭
を

東
寺
に
返
納
す
る
よ
う
に
と
命
じ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る

｢

御
朱
印｣

が
史

料
２
、｢

御
墨
印｣
が
史
料
17
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の
、

同
月
二
一
日
付
九
藤
深
宮
書
状

(

史
料
20)

も
存
在
し
、
ま
た
、
同
じ
く
九
藤
深
宮

が
同
二
一
日
付
で
東
寺
に
も
黒
印
発
給
を
伝
え
た
書
状

(

史
料
19)

が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
以
前
に
反
銭
・
反
米
に
つ
い
て
、
西
寺
が
東
寺
領
か
ら
徴
収
し
た
と

い
っ
た
不
法
行
為
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
受
け
、
あ
ら
た
め
て
史

料
２
を
確
認
す
る
黒
印
状
が
発
給
さ
れ
た
と
い
う
流
れ
と
な
る
。
前
章
で
引
用
し
た

史
料
28
の
�
�
で
も
、
各
別
朱
印
発
給
の
翌
年

(

天
正
三
年)

反
銭
徴
収
を
め
ぐ
る

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
黒
印
状
発
給
は
、
そ

れ
ら
が
積
み
重
な
っ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

黒
印
状
発
給
に
さ
い
し
、
法
隆
寺
側
の
使
者
と
し
て
仲
介
役
を
果
た
し
た

(

史
料

19)

実
禅
坊
咄
斎

(

�)

が
翌
天
正
七
年
正
月
一
五
日
付
で
松
井
友
閑
に
宛
て
た
書
状

(

史

料
21)

を
見
る
と
、
黒
印
状
の
旨
に
任
せ
、
友
閑
の
使
者
が
西
寺
に
対
し

｢

去
年
分

よ
り
反
銭
一
円
東
寺
へ
計
渡
可
レ
申
由｣

を
命
じ
、
西
寺
も
こ
れ
を
呑
ん
だ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
東
寺
は

｢

反
米
・
召
米
可
レ
被
レ
取
候
由
候
て
、
無
二
同
心
一
候
つ
る｣

と
逆
に
納
得
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
が
Ⅲ
期
の
流
れ
で
あ
る
。

２

西
寺
へ
の
継
目
安
堵
と
東
寺
権
益
の
保
証

史
料
２
の
各
別
朱
印
に
相
違
な
き
こ
と
を
追
認
し
た
わ
ず
か
数
ヶ
月
後
の
天
正
七

年
二
月
、
信
長
は
ふ
た
た
び

｢

和
州
法
隆
寺｣

に
宛
て
、
史
料
１
と
同
内
容
の
禁
制

を
発
給
す
る

(

史
料
23)

。
附
則
文
言
も

｢

堂
衆
之
儀
、
可
レ
為
二
先
規
一
事｣

の
よ

う
に
踏
襲
さ
れ
た

(

�)

。
史
料
１
の
解
釈
に
準
ず
れ
ば
、
こ
こ
で
も
ま
た
西
寺
優
位
を
認

め
た
こ
と
に
な
る
。

翌
月
信
長
は
東
寺
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
黒
印
状
を
発
給
す
る
。

[

史
料
24]

卯

(

天
正
七
年)

三
月
一
〇
日
信
長
黒
印
状

為
二
音
信
一
金
子
弐
枚
并
紅
緒
到
来
、
悦
入
候
、
仍
今
度
自
二
西
寺
一
続
目
朱
印
事

申
之
条
、
遣
レ
之
候
、
然
者
其
方
へ
も
朱
印
之
儀
無
二
別
条
一
候
間
、
不
レ
及
レ
其

候
、
如
レ
此
間
令
二
覚
悟
一
、
寺
家
可
二
相
育
一
事
専
一
候
、
自
然
相
替
之
儀
候
者
、

重
而
可
二
申
越
一
候
也
、

卯
三
月
十
日

(

黒
印)

法
隆
寺

東
寺
惣
中

こ
こ
で
信
長
は
、
西
寺
か
ら

｢

続
目
朱
印｣

を
申
請
さ
れ
こ
れ
を
発
給
し
た
が
、

東
寺
に
対
し
て
は

｢

朱
印
之
儀｣

(

史
料
２
だ
ろ
う)

に
別
条
な
い
の
で
、
あ
ら
た

め
て
発
給
す
る
に
は
及
ば
な
い
旨
断
っ
て
い
る
。｢

続
目
朱
印｣

と
は
史
料
23
の
禁

制
を
指
す
ら
し
い
。
こ
の
禁
制

(

朱
印
状)

発
給
の
後
、
西
寺
は
礼
銭
を
工
面
す
る

た
め
寺
辺
所
領
を
担
保
に
堺
商
人
か
ら
借
米
を
し
て
い
る
。
そ
の
借
用
状
に
、｢

右

件
八
木
者
、
寺
家
如
二
先
規
一
之

御
朱
印
之
調
料
仁
借
用
実
也｣

｢

寺
家
諸
色
可
レ

為
レ
如
二
先
規
一
旨
之

御
朱
印
料｣

｢

寺
家
諸
色
可
レ
為
二
先
規
一
旨
之
続
目
之

御

朱
印
料｣

と
い
っ
た
借
用
名
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
ら
の
文
言
は
禁
制
の
附

則
文
言
と
お
お
よ
そ
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
信
長
側
も
西
寺
側
も
、
こ
の
禁
制
を

｢

寺
家
諸
色
可
為
先
規
旨｣

の

｢

続
目
之
御
朱
印｣

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

｢

続
目｣

(

継
目)

と
言
っ
た
場
合
中
世
に
お
い
て
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

代
替
わ
り
が
こ
の
と
き
織
田
家
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
法
隆
寺
側
で
も

｢

継
目

安
堵｣
を
必
要
と
す
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
な
い

(

�)

。
こ
の
場
合
代

替
わ
り
の
意
味
で
は
な
く
、
た
ん
な
る

〝

権
益
保
証
の
更
新〞

と
い
っ
た
意
味
合
い

で

｢

続
目｣
と
称
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
天
正
七
年

に
信
長
は
東
寺
・
西
寺
に
ふ
た
た
び
お
の
お
の
の
権
益
を
認
め
る
文
書
を
発
給
し
た

こ
と
で
、
双
方
の
衝
突
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
状
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
Ⅳ
期
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の
流
れ
で
あ
る
。

３

西
寺
の
乱
妨
と
各
別
の
再
追
認

天
正
二
年
の
と
き

(

Ⅰ
期)

と
同
様
天
正
七
年
に
お
い
て
も
ま
た
、
東
寺
・
西
寺

双
方
に
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
直
接
的
な
引
き
金
と
な
っ
た
の
か
、
大
規
模

な
武
力
衝
突
が
勃
発
し
た
。
前
章
で
掲
げ
た
史
料
28
の
�
か
ら
	
ま
で
に
記
さ
れ
た
、

五
月
四
日
・
八
日
の
西
寺
衆
ら
に
よ
る
東
寺
に
対
す
る
乱
妨
行
為
で
あ
る
。

�
を
見
る
と
、｢

為
上
意｣
信
長
の
臣
で
あ
る
津
田
利
右
衛
門
以
下
の
者
が
東
寺

に
押
し
入
っ
た
と
あ
る
。
利
右
衛
門
は
史
料
上
天
正
五
年
に
山
城
当
尾
の
代
官
と
し

て
名
前
が
見
え
る

(


)

ほ
か
の
活
動
徴
証
が
な
く
、｢

上
意｣

に
関
す
る
真
相
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
�
以
下
を
見
る
と
、
利
右
衛
門
は
各
別
朱
印
に
異
儀
な
き
旨
を
認
め
た

黒
印
状

(

史
料
17)

発
給
の
さ
い
東
寺
側
使
者
と
し
て
馳
走
し
た
と
あ
り
、
そ
の
と

き
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
利
右
衛
門
・
咄
斎
・
春
波
い

ず
れ
も
東
寺
側
の
使
者
と
し
て
相
論
に
関
与
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で
西
寺
に
与

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
武
力
衝
突
を
受
け
て
の
信
長
の
処
置
は
断
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

[

史
料
29]

(

天
正
七
年)

六
月
一
二
日
信
長
朱
印
状

猶
々
、
今
度
西
寺
ニ
悪
張
行
之
者
可
レ
有
レ
之
候
、
彼
等
を
令
二
成
敗
一
、
東

寺
等
分
ニ
申
付
、
以
後
両
条
為
二
各
別
一
可
二
相
立
一
候
也
、
呉
々
東
寺
存
知

分
ハ
東
寺
可
二
申
付
一
、
西
寺
分
ハ
西
寺
存
二
知
之
一
、
各
別
可
レ
然
候
也
、

今
度
法
隆
寺
西
寺
・
東
寺
申
分
相
尋
候
処
、
西
寺
仕
様
相
掠
狼
藉
之
段
、
曲
事
候
、

雖
レ
然
片
方
打
果
候
て
も
、
惣
寺
滅
亡
之
条
、
所
詮
今
度
東
寺
破
却
相
当
西
寺
へ

申
付
、
其
以
後
之
儀
者
、
西
寺
為
二

各
別
一

、
何
も
相
立
候
様
、
堅
可
レ

被
二

申

付
一
事
専
一
候
、
聊
緩
之
儀
不
レ
可
レ
有
レ
之
候
也
、

六
月
十
二
日

信
長

(

朱
印)

筒
井
順
慶

(

�)

史
料
29
に
あ
る
よ
う
に
、
信
長
は
あ
ら
た
め
て
東
寺
・
西
寺
の

｢

各
別｣

を
命
じ
、

乱
妨
を
行
な
っ
た
西
寺
衆
の
処
罰
と
、
破
却
し
た
物
件
に
対
す
る
弁
償
を
西
寺
に
さ

せ
る
よ
う
、
筒
井
順
慶
に
申
し
渡
し
た
。
順
慶
は
原
田
直
政
没
後
大
和
一
円
の
支
配

を
任
さ
れ
て
い
る

(

)

。

こ
の
史
料
29
に
関
連
し
て
、
松
井
友
閑
・
一
雲
斎
針
阿
弥
連
署
の
副
状

(

史
料
31)

が
発
給
さ
れ
、
以
後
も
こ
の
二
人
が
取
次
と
し
て
役
目
を
果
た
し
て
ゆ
く
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
29
の

｢

筆
耕
料｣

と
し
て
銀
子
一
枚
を
贈
ら
れ
た
こ

と
に
対
す
る
礼
状
が
、
信
長
右
筆
楠
長
諳
よ
り
東
寺
に
出
さ
れ
て
い
る

(

史
料
32)

。

さ
ら
に
同
月
一
九
日
に
は
針
阿
弥
単
独
で
東
寺
に
宛
て
、
破
却
さ
れ
た
西
寺
坊
舎
の

修
理
が
滞
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
筒
井
順
慶
に
届
け
こ
れ
を
急
が
せ
る
よ
う
促
す
書

状
が
出
さ
れ
て
い
る

(

史
料
33)

。

東
寺
は
こ
の
朱
印
状
に
対
し
、
祝
儀
と
し
て
金
子
三
〇
両
・
蚊
帳
一
を
信
長
に
贈
っ

た

(

史
料
34)

。
い
っ
ぽ
う
西
寺
は
信
長
の
命
に
服
従
し
、
破
却
し
た
子
院

(

堂
衆

坊)

西
東
住
院
の
修
理
料
を
拠
出
し
た
。
さ
ら
に
六
月
中
に
東
寺
に
対
す
る
反
銭
返

納
分
二
二
五
石
の
う
ち
一
〇
〇
石
を
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
寺
辺
所
領
を
担
保

に
し
た
借
米

(

�)

、
お
よ
び
学
侶
構
成
員
の
僧
別
銭
負
担

(

�)

に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。
Ⅴ

期
は
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
最
終
的
に
東
寺
・
西
寺
の
各
別
が
確
定
し
た

の
で
あ
る
。

４

天
正
七
年
以
後
の
東
寺
・
西
寺

大
和
国
で
は
、
天
正
八
年
八
月
に
郡
山
城
一
城
を
残
し
、
他
の
城
を
こ
と
ご
と
く

破
却
す
る

｢

一
国
破
城｣

が
筒
井
順
慶
に
命
ぜ
ら
れ
、
同
年
九
月
に
、
国
内
の
寺
社

本
所
・
国
人
衆
ら
に
対
し
所
領
一
円
の
指
出
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

後
大
和
は
あ
ら
た
め
て
筒
井
順
慶
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
の
指
出
と

｢

一
国
破

城｣

を
検
討
し
た
松
尾
良
隆
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
施
策
に
よ
り
大
和
は
完
全
な
織
田

領
国
と
な
り
、
筒
井
順
慶
は
大
和
に
お
け
る
織
田
権
力
の
代
行
者
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る

(

�)

。

指
出
提
出
命
令
に
あ
た
り
法
隆
寺
に
お
い
て
は
、
東
寺
・
西
寺
双
方
別
個
に
指
出
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を
提
出
し
た

(

�)

。
こ
の
点
は
松
尾
氏
の
研
究
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
西
寺
提
出
の
指

出
中
に

｢
堂
衆
江
近
年
申
掠
押
領｣

と
注
記
の
あ
る
所
領

(

三
一
町
余)

が
含
ま
れ

て
お
り
、
こ
の
部
分
が
そ
れ
ま
で
の
相
論
の
経
緯
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
持
つ
の
か

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
指
出
に
よ
っ
て
、
信
長
の
支
配
の
下
法

隆
寺
は
所
領
面
で
東
寺
・
西
寺
が
言
葉
ど
お
り
の
意
味
で

｢

各
別｣

と
し
て
把
握
さ

れ
、
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た

｢
各
別｣

の
状
態
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
天
正
一
〇

年
六
月
二
日
、
信
長
は
本
能
寺
に
斃
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
ヶ
月
あ

ま
り
後
、
法
隆
寺
の
学
侶
・
堂
衆
は
左
記
の
よ
う
な
起
請
文
を
取
り
交
わ
し
た
。

[

天
正
一
〇
年
七
月
二
三
日
法
隆
寺
学
侶
堂
衆
和
談
連
署
起
請
文

(

�)]

学
侶
堂
衆
和
談
之
儀
付
条
々

一
、
就
二

�
劇
仁
一
、
公
儀
之
使
僧
従
二
其
方
一
一
人
可
レ
被
レ
出
、
其
子
細
者
、
宿

路
銭
以
下
過
分
ニ
載
候
へ
者
、
各
出
之
儀
候
之
間
、
無
二
私
曲
一
之
旨
如
レ
此
候
、

但
公
儀
之
礼
ニ
者
学
侶
一
人
迄
可
レ
出
事
、

一
、
就
二

�
劇
一
、
棟
間
別
俵
彼
子
別
等
在
レ
之
時
、
両
諸
進
罷
出
、
可
レ
見
事
、

一
、
大
犯
三
ケ
条
、
有
合
諸
道
具
当
毛
迄
可
レ
有
二
検
断
一
、
付
、
重
科
ハ
博
奕

刃
傷
等
也
、
寺
役
米
銭
不
レ
出
仁
躰
、
度
々
及
二
催
促
一
、
於
二
無
沙
汰
一
者
、

可
レ

為
二

軽
科
一

、
不
レ

寄
二

重
科
軽
科
一

、
可
レ

為
二

一
衣
一
本
一

、
何
茂
不
レ

寄
二

重
科
軽
科
一

、
地
検
断
不
レ

可
レ

在
レ

之
、
会
式
床
於
二

相
違
一

者
、
可
レ

為
二
出
仕
停
止
一
、
諸
事
此
外
之
儀
者
、
可
レ
為
二
遠
慮
一
、
於
二
紛
子
細
一
者
、

於
二

御
宝
前
一
以
二
誓
帋
一
上
、
可
レ
被
二
相
済
一
事
、

一
、
反
銭
切
増
不
レ
可
レ
在
レ
之
、
但
�
劇
過
分
ニ
造
作
入
時
者
、
双
方
以
入
魂
上

可
レ
在
レ
之
歟
、

一
、
用
水
次
第
仁
□
法
可
レ
入
事
、

敬
白

天
罰
起
請
文
事
、

右
子
細
者
、
依
二

先
年
一

不
慮
出
二

来
諸
式
各
別
一

雖
レ

在
レ

之
、
今
度
以
二

五
ケ

条
一

、
一
書
双
方
致
二

入
魂
一

、
於
二

太
子
御
宝
前
一

誓
帋
仕
上
者
、
不
レ

可
レ

有
二
表
裏
一
者
也
、
於
二
此
旨
偽
申
一
者
、

上
者
梵
天
帝
釈
四
大
天
王
、
惣
而
者

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
当
国
守
護
春
日
大
明
神
、
当
所
鎮
守
龍
田

大
明
神
、
天
満
大
自
在
天
神
、
惣
社
五
所
大
明
神
、

上
宮
御
太
子
七
堂
伽
藍
之

御
罰
於
永
代
学
侶
可
レ
蒙
レ
罷
者
也
、
仍
起
請
文
如
レ
件
、

天
正
十
年
壬午
七
月
廿
三
日
各
々
敬白

(

学
侶
三
五
名
・
年
会
五
師
・
公
文
代
・
沙
汰
衆
・
�
人
の
署
判
略)

右
の
起
請
文
に
て
互
い
に
守
る
べ
き
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
五
ヶ
条
に
つ
い
て

は
、
同
じ
日
付
、
ほ
ぼ
同
文
で
堂
衆
側
の
僧
侶
七
〇
名

(

内
一
名
の
花
押
な
し)

お

よ
び
諸
進
・
�
人
各
二
名
の
署
判
の
あ
る
起
請
文
も
残
っ
て
い
る

(

�)

。

こ
こ
に
あ
る

｢

�
劇｣

と
は
本
能
寺
の
変
を
指
す
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ

う
か
ら
、
東
寺
・
西
寺
の
衆
は
、
信
長
横
死
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て

｢

和
談｣

を

行
な
い
、(

１)
｢

公
儀｣

に
対
す
る
折
衝
の
た
め
の
使
僧
に
つ
い
て
、(

２)

棟
別

銭
・
間
別
銭
賦
課
の
さ
い
の
点
検
に
つ
い
て
、(

３)

大
犯
三
ケ
条
を
犯
し
た
者
の

処
罰
に
つ
い
て
、(

４)

反
銭
の
追
加
徴
収
の
禁
止
、(

５)

用
水
に
つ
い
て
、
以
上

五
点
を
確
認
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
起
請
文
前
書
の
部
分
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
学
侶
起
請
文
で
は
、

｢

右
子
細
者
、
依
先
年
不
慮
出
来
諸
式
各
別
雖
在
之
、
今
度
以
五
ケ
条
、
一
書
双
方

致
入
魂
、
於

太
子
御
宝
前
誓
帋
仕
上
者
、
不
可
有
表
裏
者
也｣

と
あ
る
の
に
対
し
、

堂
衆
起
請
文
に
は
、｢

右
子
細
者
、
依
二
先
年
一
不
慮
雖
レ
為
二
諸
式
各
別
一
、
今
度

入
魂
仕
上
者
、
反
銭
反
米
返
申
候
、
雖
レ
然
渡
被
レ
申
一
書
於
二
相
違
一
者
、
右
之
通

雖
レ
令
レ
申
候
、
誓
帋
之
御
罰
不
レ
可
レ
蒙
者
也｣

と
文
言
に
相
違
が
あ
る
。

堂
衆
方
分
に
つ
い
て
意
訳
す
れ
ば
、｢

先
年
よ
り
不
慮
に
諸
式
各
別
と
な
っ
た
け

れ
ど
も
、
今
回
互
い
に
和
談
を
し
た
以
上
、
反
銭
・
反
米
を
返
す
こ
と
に
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
起
請
文
に
背
く
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、(

反
銭
・
反
米
返
納
を
拒
否

し
て
も)

御
罰
は
蒙
ら
な
い
も
の
で
あ
る｣

と
な
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
起
請
文
に

東京大学史料編纂所研究紀要 第17号 2007年３月 ( )62



お
い
て
東
寺
・
西
寺
は

｢

諸
式
各
別｣

と
さ
れ
て
い
た
状
態
を
解
消
し
、
反
銭
・
反

米
の
収
納
を
西
寺
に
一
円
化
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
正
二
年
以
来
、
東
寺
・
西
寺
い
ず
れ
も
が
信
長
権
力
に
依
存
し
、
自
ら
の
権
益

を
保
証
す
る
朱
印
状
を
獲
得
、
そ
れ
を
根
拠
に
対
立
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
ま
で
寄
り
か
か
っ
て
い
た
信
長
と
い
う

〝

大
樹〞

が
倒
れ
る
や
い
な
や
、
両

者
は
分
裂
状
態
に
あ
っ
た
所
領
支
配
を
一
円
化
せ
ん
と
画
策
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
法
隆
寺
は
豊
臣
秀
吉
の
下
で
大
和
広
瀬
郡
安
辺
な
ど
に
千
石
を
宛
て
行
な

わ
れ

(

�)

、
こ
れ
が
近
世
ま
で
を
通
じ
た
根
本
寺
領
と
な
っ
て
ゆ
く
。
も
っ
と
も
間
中
・

高
田
両
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に

(

�)

、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
な
お
、
学
侶
と
堂
衆
の
対

立
は
収
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
く
す
ぶ
り
つ
づ
け
た
相
論
の
さ
い
、
堂
衆
が

依
拠
し
た
の
は
な
お
信
長
の

｢

各
別｣

朱
印
状

(
史
料
２)

で
あ
っ
た
。

と
う
と
う
慶
長
一
五
年

(

一
六
一
〇)

頃
相
論
は
徳
川
家
康
の
も
と
に
持
ち
込
ま

れ
、
最
終
的
に
家
康
に
よ
り

｢

堂
方
ニ
有
レ

之
信
長
公
新
儀
各
別
之
御
朱
印

不
レ

被
レ

為
レ

遊
二

御
用
一

、
堂
方
之
儀
如
二

先
規
一

可
レ

為
二

学
侶
支
配
一

旨｣

が
申
し
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

(

	)

。
信
長
の

｢

各
別｣

朱
印
状
は
家
康
の
判
断
で
最

終
的
に
棄
破
さ
れ
、
失
効
し
た
の
で
あ
る
。

三

相
論
と
信
長
権
力

以
上
二
章
に
わ
た
り
、
天
正
二
年
か
ら
同
七
年
ま
で
の
法
隆
寺
東
寺
・
西
寺
相
論

を
、
関
係
文
書
に
即
し
て
整
理
し
、
事
実
経
過
を
検
討
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
信

長
権
力
の
あ
り
方
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
こ
の
相
論
を
検
討

し
た
結
果
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
論
点
三
つ
に
つ
い
て
、
研
究
の
流
れ
を
踏
ま
え
な
が

ら
簡
単
に
考
察
を
行
な
い
た
い
。

１

信
長
の
大
和
国
支
配

天
正
二
年
か
ら
三
年
の
東
西
相
論
に
お
い
て
信
長
側
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
が
、
塙

(

原
田)

直
政
で
あ
っ
た
。
天
正
二
年
、
直
政
は
両
者
の
対
立
を
仲
裁
し
、

関
係
者

(

五
坊)

を
成
敗
す
る
た
め
大
和
に
入
り
、
さ
ら
に
双
方
に
発
給
さ
れ
た
朱

印
状
を
回
収
し
て
信
長
に
取
り
次
ぎ
、
翌
三
年
に
入
っ
て
も
ひ
き
つ
づ
き
相
論
の
パ

イ
プ
役
の
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
正
二
年
五
月
以
来
、
直
政
は

｢

山
城
ノ
守
護｣

と
い
う
任
に
あ
っ
た

(


)

。
一
二
月

に
は
、
近
世
に
宇
治
茶
師
の
代
表
的
存
在
と
な
る
上
林
氏
に
対
し
、
宇
治
槇
嶋
に
お

け
る
諸
商
人
荷
物
・
通
路
・
宿
な
ど
を
管
掌
せ
し
め
た
り

(

�)

、
山
城
国
人
狛
氏
へ
の
所

領
安
堵
を
施
行
し
て
い
る

(

�)

。
同
年
六
月
の
興
福
寺
学
侶
の
記
録
に
は
、｢

一
、
山
城

国
寺
社
領
儀
、
塙
九
郎
左
衛
門
方
可
レ
被
二
相
述
一
旨
申
届
候
処
、
無
二
異
義
一
旨
返

条
間
、
届
二

註
文
一

被
二

相
認
一

可
レ

被
レ

遣
旨
、
以
二

廻
覧
一

被
二

申
触
一

畢

(

)｣

と
も

あ
り
、
山
城
に
存
在
す
る
権
門
所
領
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
権
限
を
有
し
て
い
た

ら
し
い
。

さ
ら
に
直
政
は
天
正
三
年
三
月
、
大
和
国
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
る

(

�)

。
谷
口
克
広
氏
は
、

元
亀
年
間
に
塙
直
政
は
そ
の
行
政
的
手
腕
を
信
長
に
買
わ
れ
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
山
城
・
大
和
守
護
に
抜
擢
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
守
護
職
権
の
内
容
は
、
い
わ
ゆ

る

｢

一
職
支
配｣

と
い
っ
た
強
力
な
領
国
支
配
で
は
な
く
、
南
山
城
・
大
和
に
い
る

在
地
領
主
の
軍
事
指
揮
権
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る

(

�)

。

大
和
と
の
関
わ
り
に
限
っ
て
こ
の
時
期
に
お
け
る
彼
の
活
動
に
注
目
す
れ
ば
、
谷

口
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に

(

�)

、
守
護
補
任
に
先
ん
じ
、
天
正
二
年
時
点
で
信
長
に
よ
る

東
大
寺
蘭
奢
待
切
取
の
さ
い
奉
行
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る

(

�)

ほ
か
、
本
稿
で
取
り
上

げ
た
法
隆
寺
相
論
の
仲
介
も
守
護
補
任
以
前
の
活
動
で
あ
り
、
前
述
し
た
興
福
寺
学

侶
の
記
録
の
場
合
も
、
興
福
寺
が
山
城
に
保
持
し
て
い
る
所
領
に
つ
い
て
直
政
に
陳

情
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
大
和
と
の
関
わ
り
が
皆
無
と
は
言
え
な
い
。

守
護
補
任
後
の
史
料
を
見
る
と
、
天
正
三
年
一
一
月
に
松
井
友
閑
が
法
隆
寺
学
侶

(

西
寺)

に
対
し
取
次
役
と
な
っ
た
こ
と
を
報
じ
た
書
状
の
な
か
で
、｢

殊
和
州
之
儀
、

原
備
次
第
候
之
条｣
と
書
い
て
い
る

(

史
料
13)

。
ま
た
同
年
九
月
、
法
隆
寺
領
播

磨
鵤
荘
に
寺
家
か
ら
派
遣
さ
れ
荘
務
に
あ
た
っ
た
と
お
ぼ
し
い
興
了
か
ら
法
隆
寺
年
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会
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
の
な
か
に
、｢

塙
九
御
寺
門
御
取
継
事
候
ヘ
ハ｣

と
い
う
文

言
が
見
え
る

(

�)

。
ま
た
同
年
一
一
月
頃
、
大
和
国
内
の
春
日
社
領
荘
園
に
対
す
る
押
妨

停
止
に
関
与
し
て
い
る

(

�)

。
同
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
信
長
に
よ
る
越
前
一
向

一
揆
攻
め
に
さ
い
し
、
大
乗
院
門
跡
尋
憲
は
、
直
政
を
仲
介
に
信
長
に
働
き
か
け
、

寺
領
越
前
河
口
・
坪
江
両
荘
に
対
す
る
禁
制
朱
印
状
を
獲
得
し
た

(

�)

。

以
上
の
事
例
か
ら
、
直
政
の
守
護
職
権
の
な
か
に
は
興
福
寺
・
法
隆
寺
・
春
日
社

な
ど
大
和
に
所
在
す
る
寺
社
と
信
長
を
つ
な
ぐ

｢

取
継｣

も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
職
務
は
、
守
護
に
正
式
に
補
任
さ
れ
る
以
前
か
ら
の
活
動
の
延
長

線
上
に
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
史
料
28
の
�
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
直
政
被
官
の
塙

安
弘
ら
が
法
隆
寺

(

東
寺)

領
反
銭
に
つ
き
違
乱
を
働
い
て
い
る
こ
と
が
直
政
の
守

護
職
権
を
梃
子
と
し
て
い
る
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
天
正
二
年
か

ら
四
年
五
月
の
直
政
戦
死
ま
で
、
信
長
の
大
和
国
支
配
は
、
常
に
こ
う
し
た
直
政
に

よ
る
強
圧
的
支
配
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

他
の
畿
内
支
配
の
あ
り
方
も
視
野
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
塙
直
政
を
大

和
守
護
に
任
じ
た
背
後
に
、
信
長
は
い
か
な
る
意
図
を
有
し
て
い
た
の
か
、
本
稿
で

検
討
し
た
法
隆
寺
の
事
例
も
含
め
、
今
後
も
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。

２

信
長
の
寺
社
支
配

信
長
と
寺
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、｢

進
歩｣

(

弾
圧)

と

｢

保
守｣

(

保
護)

の
両
面
が
あ
っ
た
う
ち
前
者
が
基
本
政
策
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
近
年
こ
う

し
た
二
律
背
反
的
思
考
を
棚
上
げ
し
、
統
一
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
議
論
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る

(

�)

。
伊
藤
真
昭
氏
は
こ
の
見
方
を
踏
ま
え
、
寺
社
側

の
視
点
で
織
田
信
長
の
存
在
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
察
を
展
開
し
て

い
る
。

伊
藤
氏
は
、
領
主
と
し
て
の
門
跡
・
寺
社
に
対
す
る
信
長
の
所
領
保
護
政
策
や
、

陣
中
見
舞
と
い
う
契
機
を
媒
介
と
し
た
寺
社
と
信
長
の
結
び
つ
き
を
検
討
し
た
結
果
、

織
田
政
権
は
、
門
跡
領
に
対
し
て
は
新
地
寄
進
と
い
う
か
た
ち
で
要
望
に
応
え
る
い
っ

ぽ
う
、
門
跡
以
外
の
寺
社
に
対
し
て
は
そ
の
訴
訟
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
で
、
そ
こ

か
ら

｢

能
動
的
な
寺
社
と
受
動
的
な
織
田
政
権｣

と
い
う
構
図
を
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
緩
や
か
な
関
与
こ
そ
が
信
長
の

｢

寺
社
支
配｣

だ
っ
た
と
論
じ
る
の
で
あ

る

(

�)

。ひ
る
が
え
っ
て
本
稿
で
取
り
上
げ
た
法
隆
寺
の
例
を
見
れ
ば
、
ま
さ
に
右
で
伊
藤

氏
が
指
摘
し
た
門
跡
以
外
の
寺
社
へ
の
対
応
に
当
て
は
ま
る
。
史
料
１
に
お
い
て

｢

堂
衆
の
儀
は
先
規
の
ご
と
く
た
る
べ
し｣

と
い
っ
た
附
則
文
言
を
禁
制
に
加
え
た

の
も
、
史
料
２
に
お
い
て
東
西
を

｢

各
別｣

と
し
た
の
も
、
自
ら
積
極
的
に
そ
れ
を

行
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
西
寺
・
東
寺
に
よ
る
要
請
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
し
た
だ
け
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
井
戸
良
弘
に
よ
る

｢

事
度
々
候
間
、
殿
様
思
召

忘
事
も
候
ハ
つ
る｣

と
い
う
説
明
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
。

そ
の
後
も
信
長
は
確
た
る
決
断
を
下
す
こ
と
な
く
、
相
論
は
天
正
六
年
・
七
年
へ

と
長
び
い
た
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
双
方
の
権
益
を
保
証
す
る
か
の
よ
う
な
朱
印
状
を

与
え
て
い
る
。
結
果
と
し
て
生
じ
た
大
規
模
な
武
力
衝
突
に
よ
り
、
東
寺
に
有
利
な

裁
許
を
下
す
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
根
底
に
あ
る
の
は
、
伊
藤
氏
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
寺
社
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
て
か
ら
お
も
む
ろ
に
動
き
出
す
と
い
う
消
極

性
で
あ
る
。
法
隆
寺
東
西
相
論
は
、
信
長
の

｢

寺
社
支
配｣

の
典
型
と
も
言
う
べ
き

事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

３

信
長
政
権
に
お
け
る
政
治
的
判
断
の
シ
ス
テ
ム

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
法
隆
寺
東
寺
・
西
寺
双
方
に
権
益
を
保
証
す
る
朱
印
状
を

発
給
し
た
弁
明
と
し
て
、
井
戸
良
弘
が

｢

事
度
々
候
間
、
殿
様
思
召
忘
事
も
候
ハ
つ

る｣

と
説
明
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
発
言
を
手
が
か
り
に
、
信
長
が
朱
印
状

を
発
給
す
る
に
至
る
政
治
的
判
断
の
シ
ス
テ
ム
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

信
長
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
、
奥
野
氏
に
よ
る

『

増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究』
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を
最
大
最
高
の
成
果
と
し
て
、
そ
の
後
そ
れ
を
補
い
、
修
正
す
る
研
究
や
、
文
書
様

式
、
書
札
礼
な
ど
古
文
書
学
的
側
面
か
ら
基
礎
的
な
研
究
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
る

(

�)

。
他
方
信
長
権
力
を
支
え
た
吏
僚
層

(

奉
行
人
・
右
筆
ら)

に
即
し
て
そ
の
職

務
を
検
討
す
る
研
究
も
近
年
増
え
て
い
る

(

	)

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
長
の
政
治
的
判
断
の
結
晶
で
あ
る
朱
印
状
・
黒
印
状
な
ど

の
文
書
が
い
か
な
る
手
続
き
を
経
て
、
い
か
な
る
人
々
の
関
与
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ

た
の
か
と
い
っ
た
関
心
か
ら
そ
の

｢

現
場｣

を
検
討
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
織
田
信
長
と
い
う
人
物
の
カ
リ
ス
マ
性
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
か
の
ご

と
く
で
あ
る
。

た
と
え
ば
前
節
で
取
り
上
げ
た
大
乗
院
尋
憲
の
記
録
に
は
、
越
前
一
向
一
揆
攻
め

に
際
し
下
向
し
て
直
接
朱
印
状
を
申
し
受
け
た
、
そ
の
具
体
的
様
子
が
克
明
に
記
さ

れ
て
い
る
。｢

事
度
々
候
間
、
殿
様
思
召
忘
事
も
候
ハ
つ
る｣

と
い
う
事
情
の
背
後

に
あ
る
発
給
の
シ
ス
テ
ム
、
ま
た
、
今
回
の
よ
う
な
相
論
が
生
じ
た
さ
い
に
朱
印
状

を
回
収
し
て
政
治
的
判
断
を
加
え
る
シ
ス
テ
ム
の
有
無
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば

ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
支
え
て
い
た
の
か
。

取
り
立
て
て

｢

シ
ス
テ
ム｣

と
呼
ぶ
べ
き
ほ
ど
の
制
度
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論

に
落
ち
着
く
可
能
性
は
高
い
に
せ
よ
、
こ
う
し
た

｢

現
場｣

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

試
み
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
な
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
検
討
し
た
法
隆

寺
の
相
論
は
そ
の
好
個
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

以
上
本
稿
で
は
、
天
正
二
年
か
ら
同
七
年
の
間
に
高
ま
り
を
見
せ
た
法
隆
寺
学
侶

(

西
寺)

と
堂
衆

(

東
寺)

の
対
立
に
つ
い
て
、
関
係
文
書
を
整
理
し
た
う
え
で
対

立
の
経
過
を
五
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
検

討
の
過
程
で
、
法
隆
寺
の
対
立
が
、
信
長
に
よ
る
大
和
国
支
配
の
あ
り
方
や
寺
社
支

配
の
基
本
姿
勢
、
ま
た
文
書
発
給
に
帰
結
す
る
政
治
的
判
断
の
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る

う
え
で
貴
重
な
切
り
口
と
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
筆
者
に
と
っ
て
信
長
権
力
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
事
例
を
積

み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
見
つ
け
る
と
い
う
初
歩
的
な
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
隆
盛
を
極
め
て
い
る
織
田
信
長

の
研
究
の
な
か
で
、
史
料
解
釈
と
事
実
経
過
の
確
認
に
固
執
す
る
姿
勢
は
、
退
歩
的

と
批
判
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
。
だ
が
い
っ
ぽ
う
で
、
い
ま
な
お
こ
の

よ
う
に
新
し
い
位
置
づ
け
を
待
っ
て
い
る
史
料
が
ほ
か
に
も
多
く
存
在
す
る
は
ず
で

あ
り
、
今
後
は
本
稿
で
見
い
だ
し
た
切
り
口
で
の
研
究
を
深
め
つ
つ
、
新
た
な
素
材

提
供
の
努
力
も
つ
づ
け
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
隆
寺
に
と
っ
て
織
田
信
長
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
早
く
か

ら
対
立
し
て
い
た
寺
内
の
二
つ
の
身
分
階
層
が
、
そ
れ
ぞ
れ
信
長
の
朱
印
状
を
求
め

る
こ
と
で
、
新
し
い
支
配
の
段
階
を
画
策
し
た
。
そ
の
結
果
身
分
的
対
立
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
寺
内
が
、
所
領
の
面
で
二
分
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
つ

の
階
層
が
、
信
長
登
場
を
き
っ
か
け
に
自
ら
の
権
益
を
保
証
す
る
動
き
を
見
せ
は
じ

め
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
寺
院
が
信
長
と
い
う
権
力
を
い
か
に
見
な
し
て
い
た
か
を

考
え
る
重
要
な
論
点
と
な
り
う
る
。
結
果
論
で
は
あ
る
が
、
信
長
は
法
隆
寺
と
い
う

寺
院
を
二
つ
に
割
る
ほ
ど
の
実
力
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

た
だ
積
極
的
な
施
策
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
災
い
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
双
方
の

階
層
が
あ
ま
り
に
信
長
に
依
存
し
す
ぎ
た
ゆ
え
か
、
信
長
没
後
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
簡

単
に
対
立
は
解
消
の
方
向
で
終
熄
す
る
。
法
隆
寺
の
歴
史
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
な

か
に
、
信
長
は
小
石
を
投
じ
て
わ
ず
か
に
波
紋
を
生
じ
さ
せ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
極

小
の
評
価
も
可
能
だ
ろ
う
。

性
急
に
全
体
的
な
像
を
提
示
す
る
こ
と
は
避
け
、
史
料
の
積
み
重
ね
に
よ
り
多
様

な
視
角
を
提
示
す
る
こ
と
で
研
究
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
、
新
た
な
歴
史
像

を
結
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
、
本
稿
で
の
検
討
も
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

( ) 法隆寺東寺・西寺相論と織田信長 (金子)65



[
註]

(

１)
間
中
定
泉
・
高
田
良
信

『

法
隆
寺』

(

学
生
社
、
一
九
七
四
年)

。
以
下
の
学
侶

(

西
寺)
・
堂
衆

(

東
寺)

に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
も
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り

同
書
に
拠
る
。

(

２)

林
幹
彌

『
太
子
信
仰
の
研
究』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年)

。
勝
俣
鎭
夫
編

『

寺
院
・
検
断
・
徳
政』

(

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

所
収

｢

法
隆
寺

『

嘉
元
記』

関
係
用
語
集｣

の

｢
学
侶｣

｢

堂
衆｣

項

(

井
上
聡
氏
執
筆)

。

(

３)

高
田
良
信

『

法
隆
寺
子
院
の
研
究』

(

同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
一
年)

。

(

４)

高
田
良
信

『

私
の
法
隆
寺
案
内』

(

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
〇
年)

、
一
六

六
頁
。

(

５)

半
田
実

｢

織
田
信
長
側
近
一
雲
斎
針
阿
彌
に
関
す
る
一
研
究｣

(『

日
本
歴
史』

五

四
九
、
一
九
九
四
年)

。

(

６)

染
谷
光
廣

｢

織
田
信
長
の
右
筆
に
つ
い
て
の
序
説｣

(『

國
學
院
雑
誌』

八
九
―
一

一
、
一
九
八
八
年)

。

(

７)

以
下

『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
二
十
五
収
録
史
料
に
つ
い
て
は
※
印
を
付
し
、

そ
の
他
の

『

大
日
本
史
料』

第
十
編
収
録
史
料
に
つ
い
て
は
、『
大』

冊
数
―
頁
で
表

記
す
る
。

(

８)

奥
野
氏
は

『

信
長
文
書』

の
な
か
で
、｢

入
地
・
入
被
官｣

を
法
隆
寺
領
を
支
配
す

る
給
人
の
知
行
地
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
状
態
と
し
て
い
る
。
こ
の

｢
諸
給
人｣

が

寺
外
の
人
間
も
含
む
も
の
か
、
他
の
用
例
も
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、

当
面
こ
こ
で
は
奥
野
氏
の
理
解
に
従
い
た
い
。

(

９)

史
料
８

(

天
正
二
年)

一
二
月
一
二
日
法
隆
寺
堂
衆
宛
塙
直
政
書
状
※
。
こ
こ
で

｢

去
年｣

と
あ
る
の
は
素
直
に
解
せ
ば
天
正
元
年
と
な
り
、
史
料
１
の
年
記
と
齟
齬
を

来
す
。
奥
野
氏
は
こ
れ
か
ら
史
料
８
を
天
正
三
年
と
比
定
す
る
が

(『

信
長
文
書』)

、

署
判
者
塙
直
政
は
天
正
三
年
七
月
に
原
田
姓
と
備
中
守
の
官
途
を
与
え
ら
れ
る
か
ら
、

天
正
三
年
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
他
の
関
係
史
料

(

史
料
９
な
ど)

を
勘
案
し
て
も

天
正
二
年
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
塙
直
政
が
史
料
１
を
天
正
元
年
発
給
と
し
た

の
は
、
日
付
が
正
月
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
の
変
わ
り
目
に
発
給
実
務
が
行
な
わ

れ
た
ゆ
え
の
誤
認
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

(

10)

永
禄
二
年
六
月
日
三
好
長
慶
禁
制

(『

法
隆
寺
文
書』

ハ
函
二
四
巻
一
号
、
以
下
全

て
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
第
一
九
冊
所
収)

、
同
年
八
月
日
湯
河
治
部
大
輔
春
信
禁

制

(

同
二
号)

、
永
禄
八
年
一
一
月
日
山
城
守
禁
制

(

同
三
号)

、
同
藤
原
新
次
郎
禁

制

(

同
四
号)

、
同
志
摩
介
・
又
五
郎
連
署
禁
制

(

同
五
号)

、
同
越
前
守
・
左
衛
門

尉
連
署
禁
制

(

同
ハ
函
二
五
巻
一
号)

、
同
日
向
守
等
連
署
禁
制

(

同
二
号)

、
同
九

年
六
月
日
右
京
進
橘
某
禁
制

(

同
三
号)

、
同
一
一
年
一
〇
月
日
信
長
禁
制
写

(

同
四

号
、『

大』

一
―
二
六
〇
頁)

、
同
一
一
年
一
〇
月
三
日
諏
訪
晴
長
・
松
田
頼
隆
連
署

禁
制

(

同
六
号
、『

大』

一
―
一
九
一
頁)

、
元
亀
二
年
九
月
二
七
日
飯
尾
昭
連
・
諏

訪
俊
郷
連
署
禁
制

(

同
七
号
、『

大』

六
―
九
三
〇
頁)

。

(

11)
｢

今
井
宗
久
茶
湯
書
抜｣

｢

津
田
宗
及
茶
湯
日
記｣

(『

大』

二
一
―
二
二
二
・
二
九

〇
頁)

。

(

12)
『

多
聞
院
日
記』

天
正
二
年
三
月
二
三
日
・
四
月
四
日
条

(『

大』

二
一
―
二
八
九

頁)

。

(

13)
｢

梵
音
衆
集
会
評
定
曳
付｣

・

『

多
聞
院
日
記』

天
正
二
年
六
月
五
日
条
※
。

(

14)
｢

梵
音
衆
集
会
評
定
曳
付｣

※
。
な
お
塙
直
政
は
、
一
〇
月
頃
、
他
の
信
長
部
将
と

と
も
に
、
三
好
氏
の
籠
も
る
河
内
高
屋
城
攻
め
に
加
わ
っ
て
い
た

(｢

市
島
謙
吉
氏
所

蔵
文
書｣

『

大』

二
四
―
二
八
九
頁
、
二
五
―
一
一
九
頁)

。

(

15)

史
料
10
※
。
ま
た
、
天
正
三
年
五
月

｢

面
々
算
用
状｣

(『

法
隆
寺
記
録』

甲
一
三

七
、
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
第
三
五
冊
所
収)

を
見
る
と
、
西
寺
は
天
正
二
年
一

二
月
二
七
日
に
、｢

朱
印
銭｣

の
こ
と
で
銀
子
一
七
枚
分
の
代
米
を
拠
出
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

(

16)

塙
直
政
は
天
正
三
年
七
月
に
原
田
姓
と
備
中
守
の
官
途
を
賜
り
、
翌
年
五
月
に
安

弘
と
も
ど
も
戦
死
す
る
か
ら
、
こ
の
文
書
の
年
次
は
天
正
三
年
に
限
定
さ
れ
る
。

(
17)

天
正
四
年
卯
月

｢

面
々
前
算
用
日
記｣

(『

法
隆
寺
記
録』

甲
一
三
八
、
写
真
帳
第

三
五
冊
所
収)

。

(

18)
東
寺
宛
の
史
料
２
の
正
文
が

『

法
隆
寺
文
書』

中
に
現
存
し
て
い
る
の
に
対
し
、

西
寺
が
権
益
を
主
張
す
る
根
拠
と
な
っ
た
史
料
１

(

加
え
て
史
料
23)

が
写
し
の
形

で
し
か
残
っ
て
い
な
い
点
、
相
論
の
ゆ
く
え
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
史
料
１
の

｢

継
目｣

と
し
て
史
料
23
が
発
給
さ
れ
た
と
考
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え
る
場
合
、
史
料
１
も
こ
の
段
階
ま
で
な
お
効
力
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ

り
、
こ
の
点
か
ら
天
正
二
年
・
三
年
時
点
で
相
論
が
決
着
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
こ
と
は
難
し
い
。

(

19)

松
井
友
閑
は
こ
の
相
論
に
お
い
て
、
学
侶
側
の
取
次
の
任
に
あ
っ
た
。
半
田
論
文

お
よ
び
史
料
13
参
照
。

(

20)

こ
の
咄
斎
は
、
史
料
28
の
�
�
に
お
い
て
、
津
田
利
右
衛
門
ら
と
と
も
に
東
寺
に

押
し
入
っ
た
側
と
し
て
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

21)

本
文
書
に
つ
い
て
は
、
正
文
・
写
と
も

｢

法
隆
寺
文
書｣

中
に
は
伝
来
せ
ず
、
支

証
文
書
な
ど
を
写
し
た

｢

法
隆
寺
衆
分
成
敗
曳
附
并
諸
証
文
写｣

(

法
隆
寺
所
蔵
・
史

料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本)

・

『

斑
鳩
古
事
便
覧』

で
確
認
さ
れ
る
。『

斑
鳩
古
事
便
覧』

は
近
世
の
法
隆
寺
僧
覚
賢
が
天
保
七
年

(
一
八
三
六)

頃
編
ん
だ
、
寺
伝
来
の
文
書
・

記
録
・
金
石
文
を
集
成
し
た
書
物
で
あ
る
。『
法
隆
寺
史
料
集
成』

15

(

ワ
コ
ー
美
術

出
版
、
一
九
八
四
年)

と
し
て
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
正

文
伝
来
が
確
認
で
き
る
関
係
文
書
の
な
か
に
も
同
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

数
あ
る
こ
と
か
ら
、
註

(

18)

に
示
し
た
よ
う
な
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
と
く
に
疑

う
べ
き
点
は
な
い
と
考
え
る
。

(

22)
｢

方
々
衛
入
置
質
地
下
書
帳｣

(『

法
隆
寺
記
録』

甲
一
四
一
、
写
真
帳
第
三
六
冊
所

収)

。
こ
の
な
か
に
天
正
七
年
三
月
一
一
日
か
ら
卯
月
付
で
計
八
通
の
借
用
状
写

(

綱

封
蔵
沙
汰
人
・
五
師
連
署)

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(

23)

こ
の

｢

続
目｣

が
禁
制
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
史
料
１
を
踏

襲
し
た
か
ら
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
前
後
に
軍
兵
に
対
す
る
禁
制
が
出
さ
れ
る

よ
う
な
軍
事
的
状
況
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
直
後
の
三
月
五

日
に
信
長
は
荒
木
村
重
攻
め
の
た
め
摂
津
に
出
陣
し

(『

信
長
記』

巻
一
二
な
ど)

、

同
年
四
月
日
付
で
薬
師
寺
に
発
給
さ
れ
た
禁
制

(

朱
印
状)

は
こ
れ
と
関
連
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る

(｢

薬
師
寺
文
書｣

『

信
長
文
書』

八
二
三
号)

。
こ
れ
か
ら
類
推
す

れ
ば
、
二
月
と
い
う
日
付
の
誤
写
と
い
う
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。

(

24)

谷
口
克
広

『

織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年)

｢

津
田

利
右
衛
門｣

項
。

(

25)

な
お
本
文
書
は

｢

天
下
布
武｣

の
印
文
を
龍
が
囲
む
い
わ
ゆ
る

｢

双
龍
形｣

で
あ

り
、
本
文
書
が
同
朱
印
の
終
見
と
さ
れ
て
い
る

(

滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
図

録

『

平
成
12
年
度
秋
季
特
別
展

信
長
文
書
の
世
界』

二
〇
〇
〇
年)

。
染
谷
光
廣
氏

は
原
本
に
即
し
て
そ
の
執
筆
者
で
あ
る
右
筆
楠
長
諳
と
の
関
係
か
ら
本
文
書
を
紹
介

し
て
い
る

(

前
掲
註

(

６)

論
文
・

『

日
本
歴
史』

三
四
一
号
口
絵
解
説
、
一
九
七

六
年)

。

(

26)
『

多
聞
院
日
記』

天
正
四
年
五
月
一
〇
日
条
。

(

27)

前
掲

｢

方
々
衛
入
置
質
地
下
書
帳｣

。

(

28)

天
正
七
年
六
月
二
一
日

｢

御
朱
印
付
筒
井
順
慶
�
之
時
寺
僧
別
帳｣

(『

法
隆
寺
記

録』

甲
一
四
三
、
写
真
帳
第
三
七
冊
所
収)

。

(

29)

松
尾
良
隆

｢

天
正
八
年
の
大
和
指
出
と
一
国
破
城
に
つ
い
て｣

(『

ヒ
ス
ト
リ
ア』

九
九
、
一
九
八
三
年)

。

(

30)

西
寺
の
指
出
は

『

法
隆
寺
文
書』

ロ
函
二
一
巻
一
号
。
東
寺
分
は
同
二
号

(

い
ず

れ
も
写
真
帳
第
一
一
冊
所
収)

。

(

31)
『

法
隆
寺
文
書』

指
定
文
書
ほ
か
一
八
号
。『

法
隆
寺
の
至
宝
８

古
記
録
・
古
文

書』

に
写
真
が
収
録
さ
れ
て
い
る

(

三
八
頁)

ほ
か
、
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

『

法
隆
寺
文
書』

一
一
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(

32)
『

法
隆
寺
文
書』

ハ
函
二
三
巻
二
号

(

写
真
帳
第
一
九
冊
・
影
写
本
第
六
冊
所
収)

。

(

33)

文
禄
四
年

(

一
五
九
五)

九
月
二
一
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写

(

前
掲

｢

法
隆
寺
衆

分
成
敗
曳
附
并
諸
証
文
写｣

・

『

斑
鳩
古
事
便
覧』

所
収)

。

(

34)

間
中
・
高
田
註

(

１)

書
。

(

35)
｢

法
隆
寺
学
侶
返
答
書
覚｣

(『

法
隆
寺
文
書』

ホ
函
四
二
巻
、
写
真
帳
第
二
九
冊
所

収)

。
本
史
料
は
年
次
未
詳
だ
が
、
記
載
内
容
か
ら
一
八
世
紀
中
頃
に
学
侶
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
た
学
侶
・
堂
衆
対
立
の
経
緯
に
関
す
る
覚
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
36)

『

年
代
記
抄
節』

(『

大』

二
二
―
一
八
九
頁)

。

(

37)
｢

上
林
文
書｣

※

(『

信
長
文
書』

補
遺
一
五
〇
号)

。

(

38)
｢

小
林
文
書｣

※
。
谷
口
註

(

24)

書

｢

塙
直
政｣

項
。

(

39)
｢

学
侶
引
付
之
写｣

五
ノ
乾
・
天
正
二
年
六
月
晦
日
条

(

史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

学
侶
引
付
之
写』

八
所
収)

。

(

40)
『

多
聞
院
日
記』
天
正
三
年
三
月
二
五
日
条
。

( ) 法隆寺東寺・西寺相論と織田信長 (金子)67



(
41)

谷
口
克
広

『

信
長
軍
の
司
令
官』

(

中
公
新
書
、
二
〇
〇
五
年)

一
一
六
頁
以
下
。

(

42)
谷
口
註

(

24)

書

｢

塙
直
政｣

項
。

(

43)
｢

天
正
二
年
截
香
記｣

な
ど

(『

大』

二
一
―
二
五
一
頁
以
下)

。

(

44)
(

天
正
三
年)

九
月
一
六
日
興
了
書
状

(『

法
隆
寺
文
書』

ハ
函
二
二
巻
六
号
、
写

真
帳
第
一
九
冊
所
収)

。
詳
し
い
論
証
は
省
略
す
る
が
、
信
長
の
越
前
出
陣
、
浦
上
宗

景
と
の
協
力
、
荒
木
村
重
の
播
磨
出
兵
な
ど
か
ら
、
本
文
書
を
天
正
三
年
と
推
定
す

る
。

(

45)

拙
稿

｢

春
日
社
家
日
記
の
な
か
の
織
田
信
長
文
書｣

(『

古
文
書
研
究』

五
四
、
二

〇
〇
一
年)

。

(

46)
｢

越
前
国
相
越
記｣

(｢

山
田
竜
治
家
文
書｣

『

福
井
県
史』

資
料
編
３
中
・
近
世
一

所
収)

。

(

47)

以
上
は
伊
藤
真
昭

｢

織
田
信
長
の
存
在
意
義｣

(『

歴
史
評
論』

六
四
〇
、
二
〇
〇

三
年)

の
整
理
に
よ
る
。

(

48)

前
註
伊
藤
論
文
。

(

49)

谷
口
克
広

｢

織
田
信
長
文
書
の
年
次
に
つ
い
て｣

(『
日
本
歴
史』

五
二
九
号
、
一

九
九
二
年)

、
尾
下
成
敏

｢

織
田
信
長
発
給
文
書
の
基
礎
的
研
究｣

(『

富
山
史
壇』

一

三
〇
、
一
九
九
九
年)

、
同

｢

織
田
信
長
発
給
文
書
の
基
礎
的
研
究

そ
の
二｣

(『

富

山
史
壇』

一
三
二
、
二
〇
〇
〇
年)

、
同

｢

織
田
信
長
書
札
礼
の
研
究｣

(『

ヒ
ス
ト
リ

ア』

一
八
五
、
二
〇
〇
三
年)

、
久
野
雅
司

｢

織
田
信
長
発
給
文
書
の
基
礎
的
考
察｣

(

大
野
瑞
男
編

『

史
料
が
語
る
日
本
の
近
世』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年)
な
ど
。

(

50)

染
谷
光
廣

｢

織
田
政
権
と
足
利
義
昭
の
奉
公
衆
・
奉
行
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て｣

(『

国
史
学』

一
一
〇
・
一
一
一
、
一
九
八
〇
年)

、
染
谷
註

(

６)

論
文
、
竹
本
千
鶴

｢

松
井
友
閑
論｣

(『

国
史
学』

一
七
一
、
二
〇
〇
〇
年)

、
同

｢

織
田
政
権
の
奉
行
人

と
京
都
支
配｣

(『

書
状
研
究』

一
五
、
二
〇
〇
一
年)

同

｢

松
井
友
閑
と
松
井
友
閑

文
書
の
総
体｣

(『

書
状
研
究』

一
六
、
二
〇
〇
三
年)

、
半
田
論
文
、
久
野
雅
司

｢

織

田
政
権
の
京
都
支
配｣

(『

白
山
史
学』

三
三
、
一
九
九
七
年)

、
同

｢

村
井
貞
勝
発
給

文
書
の
基
礎
的
考
察｣

(『

東
洋
大
学
文
学
部
紀
要』

五
五
、
二
〇
〇
一
年)

、
註(

25)

『

平
成
12
年
度
秋
季
特
別
展

信
長
文
書
の
世
界』

。

[

付
記]

本
稿
は

『

大
日
本
史
料』

第
十
編
之
二
十
五

(

二
〇
〇
六
年
三
月
刊
行)

編
纂
の

成
果
で
あ
る
。
同
書
に
収
録
し
た
史
料
の
翻
刻
・
読
点
付
与
に
よ
る
史
料
の
解
釈
、
お
よ

び
こ
れ
ら
に
も
と
づ
く
標
出
文
の
付
与
は
酒
井
信
彦
氏
・
黒
嶋
敏
氏
と
筆
者
三
人
の
共
同

作
業
に
よ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
史
料
の
読
解
と
そ
れ
ら
の
歴
史
的
文
脈
へ
の
位
置
づ
け
な

ど
本
稿
論
旨
に
関
わ
る
責
任
は
筆
者
が
負
う
も
の
で
あ
る
。

東京大学史料編纂所研究紀要 第17号 2007年３月 ( )68
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